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愛
媛
大
学
教
育
学
部
紀
要
　
第
五
十
九
巻
　
三
二
八
（
二
十
一
）
～
三
一
四
（
三
十
五
）　
二
〇
一
二

鸞
岡
省
佐
﹃
古
文
真
宝
不
審
﹄
に
つ
い
て 

︱
翻
刻
と
本
文
解
説
︱

（
人
文
・
社
会
科
学
漢
文
学
研
究
室
）　

太　

田　
　
　

亨

は
じ
め
に

日
本
中
世
禅
林
に
お
い
て
﹃
古
文
真
宝
﹄
は
、
特
に
後
集
が
盛
ん
に
読
ま
れ
、
多
く
の
抄

物
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
一
つ
に
尊
経
閣
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
﹃
古
文
真
宝
不

審
﹄
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
翻
刻
と
本
文
解
説
、
概
要
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

一
、
翻
刻
と
本
文
解
説

﹃
古
文
真
宝
不
審
﹄
は
、﹁
東
樵
﹂
こ
と
鸞
岡
省
佐
と
明
人
と
の
問
答
が
記
さ
れ
て
い
る
。

縦
二
七
・
五
糎
×
横
二
二
糎
。
表
紙
と
第
一
丁
表
に
﹁
古
文
真
宝
不
審　

明
人
筆
談
﹂
と
書

か
れ
、
第
二
丁
表
よ
り
鸞
岡
と
明
人
の
問
答
が
始
ま
る
。

以
降
、﹃
古
文
真
宝
不
審
﹄
の
本
文
を
太
字
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
表
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
答
に

つ
い
て
解
説
を
加
え
る
。
な
お
、各
問
答
者
を
示
す
傍
書
の
朱
筆
に
つ
い
て
は
括
弧
で
示
す
。

︿
序
﹀

（
日
本
東
樵
問
）
我
国
禅
林
小
学
之
徒
、
近
年
専
講
古
文
真
宝
、
其
間
多
可
疑
難
者
云
也
。

余
有
数
条
疑
團
。
幸
得
逢
先
生
。
足
下
願
鴻
筆
之
下
、
即
時
剖
判
去
。
雖
天
甚
熱
、
垂
哀

憐
、
暫
容
閑
坐
。

（
日
本
東
樵
問
）
我
国
禅
林
小
学
の
徒
、
近
年
専も
つ
ぱら

古
文
真
宝
を
講
ぜ
ら
れ
、
其
の
間 

疑
難
す
べ
き
者
多
し
と
云
ふ
な
り
。
余 

数
条
の
疑ぎ

團だ
ん

有
り
。
幸
に
先
生
に
逢
ふ
こ
と

を
得
た
り
。
足
下 

願
は
く
は
鴻
筆
の
下
、
即
時
に
剖
判
し
去
ら
ん
こ
と
を
。
天
甚
だ

熱
し
と
雖
も
、
哀
憐
を
垂
れ
て
、
暫
く
閑
坐
を
容い

れ
ん
。

﹁
東
樵
﹂
は
鸞
岡
省
佐
の
別
号
で
あ
る
。
鸞
岡
が
明
人
（
祝
允
明
）
に
質
問
す
る
に
当
た
っ

て
、
自
国
の
﹃
古
文
真
宝
﹄
受
容
の
様
子
と
、
明
人
・
祝
允
明
先
生
に
自
身
の
疑
問
に
答
え

て
ほ
し
い
こ
と
を
願
い
出
て
い
る
。

日
本
の
禅
林
に
お
い
て
、
少
年
僧
が
﹃
古
文
真
宝
﹄
を
講
義
さ
れ
る
も
、
そ
の
間
に
疑
い

難
ず
べ
き
こ
と
が
多
く
あ
っ
た
と
い
う
。
鸞
岡
自
身
も
数
条
の
疑
問
を
持
っ
て
お
り
、
幸
い

に
も
祝
允
明
先
生
に
会
う
こ
と
が
で
き
た
。
願
う
こ
と
な
ら
、
大
文
章
家
で
あ
る
祝
先
生
の

下
で
、
数
条
の
疑
問
を
即
座
に
分
別
解
消
し
た
い
。
天
は
甚
だ
熱
し
暑
い
と
は
い
え
、
ど
う

か
哀
憐
を
施
し
、
し
ば
ら
く
の
間
問
答
の
時
間
を
取
っ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
。

︿
問
答
１
﹀

漢
武
秋
風
辞
注
云
、
三
韻
一
叶
。
後
又
云
、
六
韻
一
叶
。
我
地
之
学
者
甚
怪
之
曰
、
前
三

韻
一
叶
之
語
亦
可
怪
之
。
雖
然
此
注
、
相
兼
前
後
而
言
之
歟
。
後
又
六
韻
之
字
可
怪
之
。

再
兼
前
後
而
言
之
、
則
或
可
言
三
韻
一
叶
、
或
可
言
九
韻
一
叶
也
。
有
人
曰
、
曾
見
古
本

作
九
韻
。
又
有
人
強
作
義
曰
、
後
六
韻
一
叶
之
語
、
蓋
以
少
壮
幾
時
之
時
字
為
一
韻
、
而

為
六
韻
也
。
不
知
拠
何
義
哉
。
想
是
字
誤
歟
。

（
明
人
答
）只
是
注
刻
之
誤
。
楚
詞
之
体
、多
少
句
、皆
不
拘
。
此
注
出
於
書
。

細
人
所
為
。

不
必
疑
、
只
是
誤
耳
。

漢
武
﹁
秋
風
辞
﹂
の
注
に
云
ふ
、
三
韻
一
叶
、
と
。
後
に
又
た
云
ふ
、
六
韻
一
叶
、
と
。

我
地
の
学
者 

甚
だ
之
を
怪
し
み
て
曰
く
、
前
の
三
韻
一
叶
の
語
も
亦
た
之
を
怪
し
む
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べ
し
。
然
り
と
雖
も
此
の
注
は
、
前
後
を
相
ひ
兼
ね
て
之
を
言
ふ
か
。
後
の
又
た
六
韻

の
字
も
之
を
怪
し
む
べ
し
。
再
び
前
後
を
兼
ね
て
之
を
言
ひ
、
則
ち
或
ひ
は
三
韻
一
叶

と
言
ふ
べ
く
、
或
ひ
は
九
韻
一
叶
と
言
ふ
べ
き
な
り
、
と
。
人
有
り
て
曰
く
、
曾
て
古

本
を
見
る
に
九
韻
と
作
す
、
と
。
又
た
人
有
り
て
強
ひ
て
義
を
作
し
て
曰
く
、
後
の
六

韻
一
叶
の
語
は
、
蓋
し
少
壮
幾
時
の
時
の
字
を
以
て
一
韻
と
為
し
、
六
韻
と
為
す
な
り
、

と
。
何
の
義
に
拠
る
か
を
知
ら
ず
。
想
ふ
に
是
れ
字
の
誤
り
か
、
と
。

（
明
人
答
）
只
だ
是
れ
注
刻
の
誤
り
な
り
。
楚
詞
の
体
、
多
少
の
句
、
皆
な
拘
は
ら
ず
。

此
の
注
は
書
よ
り
に
出
づ
。
細
人
の
為
す
所
を

む
。
必
ず
し
も
疑
は
ざ
る
も
、
只
だ

是
れ
誤
り
な
る
の
み
、
と
。

漢
の
武
帝
が
製
し
た
﹁
秋
風
辞
﹂
は
、﹃
古
文
真
宝
﹄
巻
一
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
序
に

よ
れ
ば
、
武
帝
が
河
東
郡
に
行
幸
し
、
地
の
神
で
あ
る
后
土
を
祀
る
に
際
し
、
途
中
に
長
安

を
顧
み
て
群
臣
と
宴
会
を
始
め
、
大
変
興
に
乗
っ
て
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
作
品
を

次
に
挙
げ
る
。

秋
風
起
兮
白
雲
飛
、
草
木
黄
落
兮
雁
南
帰
。

蘭
有
秀
兮
菊
有
芳
、
懐
佳
人
兮
不
能
忘＊
１

。

泛
楼
船
兮
済
汾
河
、
橫
中
流
兮
揚
素
波
。

簫
鼓
鳴
兮
発
櫂
歌
。
歓
楽
極
兮
哀
情
多
。

少
壮
幾
時
兮
奈
老
何＊
２

。

秋
風 

起
こ
り
て
白
雲 

飛
び
、
草
木 

黄
落
し
て
雁 

南
に
帰
る
。
蘭
に
秀
有
り 

菊
に
芳

有
り
、
佳
人
を
懐
ひ
て
忘
る
る
能
は
ず
。
楼
船
を
泛
べ
て
汾ふ
ん

河が

を
済わ
た

り
、
中
流
に
横
た

は
り
て
素
波
を
揚あ

ぐ
。
簫
鼓
鳴
り
て
櫂
歌
発
す
。
歓
楽
極
ま
り
て
哀
情
多
し
。
少
壮 

幾い
く
と
き時

ぞ 

老
を
奈
何
せ
ん
。

＊
１
印
の
箇
所
に
注
に
﹁
此
三
韻
一
叶
。﹂（
此
れ
三
韻
一
叶
な
り
。）
と
あ
り
、
＊
２
印
の

箇
所
に
﹁
六
韻
一
叶
、
錯
雑
成
章
。
楚
詞
之
体
也
。﹂（
六
韻
一
叶
に
し
て
、
錯
雑
し
て
章
を

成
す
。
楚
詞
の
体
な
り
。）
と
あ
る
。
鸞
岡
は
こ
の
二
つ
の
注
が
日
本
に
お
い
て
甚
だ
不
可

解
と
さ
れ
怪
し
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
＊
１
注
に
つ
い
て
は
、﹁
三
韻
﹂
が
前
後

の
文
章
を
兼
ね
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
＊
２
注
に
つ
い
て
は
、﹁
六
韻
﹂
と
あ
る
が
、

こ
こ
で
も
前
後
の
文
章
を
兼
ね
て
﹁
三
韻
一
叶
﹂
も
し
く
は
﹁
九
韻
一
叶
﹂
と
す
る
の
が
良

い
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
ま
た
あ
る
人
は
、
古
本
に
﹁
九
韻
﹂
と
な
っ
て
い
た
の
を
見
た

と
言
い
、
あ
る
人
は
﹁
少
壮
幾
時
﹂
の
﹁
時
﹂
字
も
韻
に
加
え
て
﹁
六
韻
﹂
と
無
理
強
い
し

て
解
す
る
の
が
良
い
と
言
い
、
ど
の
解
釈
に
拠
れ
ば
よ
い
の
か
分
か
ら
な
い
。
思
う
に
こ
れ

は
字
の
誤
り
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
尋
ね
る
。

こ
の
鸞
岡
の
質
問
に
対
し
て
、
明
人
の
祝
先
生
は
、
こ
の
注
は
た
だ
の
誤
刻
で
あ
る
。﹁
楚

詞
之
体
﹂
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
句
で
韻
に
つ
い
て
は
拘
わ
っ
て
い
な
い
。
こ
の
注
は
書
よ

り
出
た
も
の
で
あ
る
。
細
か
な
点
を
詮
索
す
る
人
が
行
っ
た
こ
と
を
忌
む
。
必
ず
し
も
疑
う

必
要
は
な
く
、
た
だ
誤
っ
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
答
え
て
い
る
。

鸞
岡
の
質
問
に
お
い
て
、
前
注
を
﹁
三
韻
一
叶
﹂
と
考
え
る
の
は
、﹁
飛
﹂﹁
帰
﹂（
上
平

声
微
音
）
の
一
韻
と
、﹁
芳
﹂﹁
忘
﹂（
下
平
声
陽
韻
）
の
一
韻
と
、﹁
河
﹂﹁
波
﹂﹁
歌
﹂﹁
多
﹂

﹁
老
﹂（
下
平
声
歌
韻
）
の
一
韻
の
三
韻
が
叶
韻
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
り
、後
注
を
﹁
九

韻
一
叶
﹂
と
す
る
の
は
、
九
字
そ
れ
ぞ
れ
が
叶
韻
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

︿
問
答
２
﹀

（
東
樵
）
某
在
日
本
国
日
、常
謂
同
袍
曰
、是
板
刻
之
誤
、有
何
疑
。
然
而
或
有
不
信
之
者
。

故
今
日
就
先
生
決
之
、
如
合
符
、
不
堪
歓
喜
者
也
。
只
疑
此
六
韻
之
六
字
也
。

（
明
人
）
前
注
當
云
、
以
上
皆
二
韻
一
叶
。
後
注
當
云
、
五
句
一
韻
一
叶
。

（
東
樵
）
某 

日
本
国
に
在
り
し
日
、
常
に
同
袍
に
謂
ひ
て
曰
く
、
是
れ
板
刻
の
誤
り
な

れ
ば
、
何
の
疑
ひ
か
有
ら
ん
、
と
。
然
而
れ
ど
も
或
い
は
之
を
信
ぜ
ざ
る
者
有
り
。
故

に
今
日 
先
生
に
就つ

き
て
之
を
決
す
る
に
、
符
を
合
す
る
が
如
く
、
歓
喜
に
堪た

へ
ざ
る

者
な
り
。
只
だ
疑
ふ
ら
く
は
此
の
六
韻
の
六
の
字
な
り
、
と
。

（
明
人
）
前
注
は
當
に
以
上
皆
な
二
韻
一
叶
と
云
ふ
べ
し
。
後
注
は
當
に
五
句
一
韻
一

い
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叶
と
云
ふ
べ
し
、
と
。

鸞
岡
は
、
私
は
日
本
で
い
つ
も
仲
間
に
、
こ
れ
は
板
刻
の
誤
り
で
あ
る
の
で
、
何
ら
疑
う

こ
と
は
な
い
、
と
言
っ
て
い
た
が
、
信
じ
な
い
者
も
中
に
は
存
し
た
。
そ
の
た
め
、
今
日
先

生
に
聞
い
て
日
本
で
の
状
況
に
決
着
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
、
事
の
彼
此
が
合
致
し
、
喜
び

に
耐
え
な
い
。
た
だ
や
は
り
﹁
六
韻
﹂
の
﹁
六
﹂
の
字
に
つ
い
て
は
疑
問
で
あ
る
、
と
祝
先

生
の
答
え
に
対
す
る
お
礼
と
、
そ
れ
で
も
い
ま
だ
納
得
い
か
な
い
点
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て

い
る
。

鸞
岡
の
疑
問
に
つ
い
て
、
祝
先
生
は
、
＊
１
の
注
に
つ
い
て
は
、﹁
以
上
二
韻
一
叶
﹂
と

言
う
べ
き
で
あ
り
、
＊
２
の
注
に
つ
い
て
は
、﹁
五
句
一
韻
一
叶
﹂
と
言
う
べ
き
で
あ
る
、

と
答
え
て
い
る
。

﹁
叶
韻
﹂
と
は
、
通
常
の
発
音
で
は
押
韻
の
関
係
に
な
ら
な
い
韻
字
同
士
を
、
そ
の
場
に

限
り
字
音
を
人
為
的
に
変
化
さ
せ
て
押
韻
関
係
を
作
る
こ
と
を
言
う
。祝
允
明
は
、﹁
飛
﹂﹁
帰
﹂

（
上
平
声
微
音
）
の
二
韻
が
叶
韻
、﹁
芳
﹂﹁
忘
﹂（
下
平
声
陽
韻
）
の
二
韻
が
叶
韻
で
あ
り
、

﹁
河
﹂﹁
波
﹂﹁
歌
﹂﹁
多
﹂﹁
老
﹂（
下
平
声
歌
韻
）
の
五
字
が
一
つ
の
韻
で
叶
韻
で
あ
る
と
す

る
注
に
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
述
べ
て
い
る
。

︿
問
答
３
﹀

（
日
本
僧
東
樵
）
後
出
師
表
、
余
見
之
、
似
脱
落
二
句
。
余
向
我
地
之
学
者
、
雖
説
之
、

或
有
不
信
之
者
也
。
此
劉
繇
王
朗
以
下
至
遂
并
江
東
、
共
是
後
漢
建
安
初
事
、
在
孔
明
未

出
之
前
也
。
孫
策
死
、
在
建
安
五
年
、
孔
明
出
南
陽
、
在
建
安
十
二
年
。
然
則
劉
繇
王
朗

孫
策
事
、
何
預
孔
明
身
上
哉
。
此
注
只
似
錯
了
。
前
後
引
高
祖
曹
操
事
、
而
其
下
有
孔
明
。

私
剖
判
語
、
則
并
江
東
之
下
、
亦
可
有
二
句
之
比
判
。
此
文
無
之
、
蓋
板
刻
脱
落
、
古
来

将
錯
就
錯
歟
。

（
明
人
答
）出
師
表
中
皆
引
前
事
、而
以
当
時
己
之
事
勢
較
之
、以
判
為
也
。劉
繇
王
朗
一
節
、

遂
并
江
東
之
下
、
當
再
有
二
句
、
此
乃
脱
落
耳
。
誠
好
。
高
見
不
必
更
疑
。

（
日
本
僧
東
樵
）
後
出
師
表
、
余 

之
を
見
る
に
、
二
句
を
脱
落
す
る
が
似ご
と

し
。
余 

我

が
地
の
学
者
に
向
ひ
、之
を
説
く
と
雖
も
、或
ひ
は
之
を
信
ぜ
ざ
る
者
有
り
。
此
れ
﹁
劉

繇
王
朗
﹂
以
下
、﹁
遂
に
江
東
を
并あ
は

せ
し
め
ん
﹂
に
至
る
は
、
共
に
是
れ
後
漢
の
建
安

初
の
事
に
し
て
、
孔
明
の
未
だ
出
で
ざ
る
の
前
に
在
る
な
り
。
孫
策
の
死
は
、
建
安
五

年
に
在
り
、
孔
明
の
南
陽
に
出
づ
る
は
、
建
安
十
二
年
に
在
り
。
然
れ
ば
則
ち
劉
繇
・

王
朗
・
孫
策
の
事
は
、
何
ぞ
孔
明
の
身
上
に
預あ
づ

か
ら
ん
や
。
此
の
注
は
只
だ
錯
了
す
る

が
似
し
。
前
後
に
高
祖
・
曹
操
の
事
を
引
き
、
而
し
て
其
の
下
に
孔
明
有
り
。
私ひ
そ

か
に

判
語
を
剖わ
か

つ
に
、
則
ち
﹁
江
東
を
并
せ
し
め
ん
﹂
の
下
に
、
亦
た
二
句
の
比
判
有
る
べ

し
。
此
の
文
に
之
無
き
は
、
蓋
し
板
刻
の
脱
落
に
し
て
、
古
来
よ
り
錯
を
将も
つ

て
錯
に
就

く
か
、
と
。

（
明
人
答
）
出
師
表
中
に
皆
な
前
の
事
を
引
き
、
而
し
て
当
時
の
己
の
事
勢
を
以
て
之

を
較
べ
、
以
て
判
為
す
る
な
り
。
劉
繇
・
王
朗
の
一
節
、﹁
遂
に
江
東
を
并
せ
し
め
ん
﹂

の
下
に
、
當
に
再
び
二
句
有
る
べ
く
、
此
れ
乃
ち
脱
落
す
る
の
み
。
誠
に
好
し
。
高
見

に
し
て
必
ず
し
も
更
に
疑
は
ず
、
と
。

鸞
岡
が
疑
問
に
思
っ
て
い
る
の
は
、﹃
古
文
真
宝
﹄
巻
八
に
収
め
ら
れ
て
い
る
諸
葛
亮
﹁
後

出
師
表
﹂
で
あ
る
。﹁
後
出
師
表
﹂
は
、
建
興
六
年
（
二
二
八
）、
魏
軍
が
呉
と
戦
っ
て
敗
れ
、

魏
の
兵
が
東
に
降
り
、
関
中
が
手
薄
に
な
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
見
た
諸
葛
亮
が
魏
を
討
つ
好

機
と
と
ら
え
、
前
年
に
引
き
続
き
た
て
ま
つ
っ
て
意
見
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
鸞
岡
は

こ
の
表
の
中
で
二
句
の
脱
落
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
る
が
、
日
本
に
お
い
て
は

そ
の
意
見
を
信
じ
な
い
者
が
い
る
と
い
う
。
表
の
中
で
劉
繇
と
王
朗
と
孫
策
を
述
べ
た
段
が

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
鸞
岡
の
証
に
関
係
す
る
こ
と
か
ら
前
後
の
段
も
引
用
す
る
。

①
高
帝
明
並
日
月
、
謀
臣
淵
深
。
然
渉
険
被
創
、
危
然
後
安
。
今
陛
下
未
及
高
帝
。
謀
臣
不

如
良
平
、
而
欲
以
長
策
取
勝
、
坐
定
天
下
。
此
臣
之
未
解
一
也
。

②
劉
繇
、
王
朗
各
據
州
郡
。
論
安
言
計
、
動
引
聖
人
。
群
疑
満
腹
、
衆
難
塞
胸
。
今
歳
不
戦
、

明
年
不
征
、
使
孫
策
坐
大
、
遂

江
東
。
此
臣
之
未
解
二
也
。
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③
曹
操
智
計
殊
絶
於
人
。
其
用
兵
也
、
髣
髴
孫
呉
。
然
困
於
南
陽
、
険
於
烏
巣
、
危
於
祁
連
、

偪
於
黎
陽
、
幾
敗
北
山
、
殆
死
潼
関
。
然
後
偽
定
一
時
爾
。
況
臣
才
弱
、
而
欲
以
不
危
而

定
之
。
此
臣
之
未
解
三
也
。

①
高
帝
の
明 

日
月
に
並
び
、
謀
臣 

淵
の
ご
と
く
深
し
。
然
れ
ど
も
険
を
渉
り
創き
ず

を
被
り
、

危
く
し
て
然
る
後
に
安
し
。
今 

陛
下 

未
だ
高
帝
に
及
ば
ず
。
謀
臣 

良
・
平
に
如
か
ず
、

而
も
長
策
を
以
て
勝
を
取
り
、
坐
し
て
天
下
を
定
め
ん
と
欲
す
。
此
れ
臣
の
未
だ
解
せ

ざ
る
の
一
な
り
。

②
劉
繇
・
王
朗 

各
お
の
州
郡
に
據
る
。
安
ん
ぜ
ん
こ
と
を
論
じ
計
を
言
ひ
、
動や
や

も
す
れ

ば
聖
人
を
引
く
。
群
疑 

腹
に
満
ち
、衆
難 

胸
に
塞ふ
さ

が
る
。
今
歳 

戦
は
ず
、明
年 

征
せ
ず
、

孫
策
を
し
て
坐
し
て
大
に
、
遂
に
江
東
を

せ
し
め
ん
。
此
れ
臣
の
未
だ
解
せ
ざ
る
の

二
な
り
。

③
曹
操
の
智
計
は
人
に
殊
絶
す
。
其
の
兵
を
用
ふ
る
や
、
孫
呉
に
髣
髴
た
り
。
然
れ
ど
も

南
陽
に
困
し
み
、
烏
巣
に
険
し
く
、
祁
連
に
危
く
、
黎
陽
に
偪せ
ま

ら
れ
、
幾ほ
と

ん
ど
北
山
に

敗
れ
、
殆
ん
ど
潼
関
に
死
せ
ん
と
す
。
然
る
後 

一
時
を
偽
定
す
る
の
み
。
況
ん
や
臣

の
才
弱
く
し
て
、
而
も
危
ふ
か
ら
ざ
る
を
以
て
之
を
定
め
ん
と
欲
す
る
を
や
。
此
れ
臣

の
未
だ
解
せ
ざ
る
の
三
な
り
。

鸞
岡
が
問
題
視
し
て
い
る
の
は
②
段
で
あ
る
。
劉
繇
と
王
朗
が
州
や
郡
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し

て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
群
臣
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
述
べ
て
劉
繇
と
王
朗
の
決
断
を
惑

わ
せ
た
た
め
、
何
も
で
き
な
い
で
い
た
。
そ
の
た
め
孫
策
が
劉
繇
と
王
朗
を
討
ち
滅
ぼ
し
、

江
東
の
地
方
を
併
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
し
、
諸
葛
亮
は
そ
の
こ
と
が
理
解
で
き
な
い
と
い

う
。
こ
の
こ
と
に
対
し
て
鸞
岡
は
、
劉
繇
・
王
朗
の
こ
と
は
後
漢
の
建
安
初
に
起
こ
っ
た
出

来
事
で
あ
り
、
諸
葛
亮
が
表
舞
台
に
出
る
前
で
あ
る
。
孫
策
の
死
が
建
安
五
年
（
二
〇
〇
）

で
あ
り
、
劉
備
が
三
顧
の
礼
を
以
て
諸
葛
亮
を
迎
え
、
南
陽
に
出
る
の
が
建
安
十
二
年

（
二
〇
七
）
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
劉
繇
・
王
朗
・
孫
策
の
こ
と
は
諸
葛
亮
の
身
の
上
と
は
全

く
関
係
が
な
い
。
こ
こ
に
﹁
劉
繇
、字
正
礼
。
據
曲
阿
王
。
王
朗
、字
景
興
。
守
魏
郡
。﹂（
劉

繇
、
字
は
正
礼
。
曲
阿
王
に
據
る
。
王
朗
、
字
は
景
興
。
魏
郡
を
守
る
。）
と
あ
る
注
は
た

だ
誤
ら
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
劉
繇
・
王
朗
の
段
の
前
に
①
段
で
は
高
祖
・
劉
邦
が
、
後
の
③

段
で
は
曹
操
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
劉
邦
に
は
事
跡
の
説
明
の
後
に
﹁
今
陛
下
﹂
か

ら
﹁
坐
定
天
下
﹂
ま
で
、
曹
操
に
は
事
跡
の
説
明
の
後
に
﹁
況
臣
才
弱
﹂
か
ら
﹁
而
定
之
﹂

ま
で
、
い
ず
れ
も
二
人
の
事
跡
に
対
す
る
諸
葛
亮
の
考
え
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
鸞
岡
は
、﹁
遂

江
東
﹂
の
後
に
、
劉
繇
・
王
朗
に
対
す
る
諸
葛
亮
の
批
判
が
二
句
あ

る
は
ず
だ
と
し
、
こ
の
二
句
が
な
い
の
は
板
刻
の
誤
り
で
あ
っ
て
、
古
来
、
誤
り
に
誤
り
を

重
ね
て
い
る
と
意
見
す
る
。

こ
の
鸞
岡
の
意
見
に
対
し
て
、
明
人
・
祝
先
生
は
、﹁
出
師
表
﹂
の
中
で
は
、
み
な
そ
れ

以
前
の
出
来
事
を
引
用
し
、
当
時
の
諸
葛
亮
の
状
況
と
比
較
し
て
そ
の
行
為
を
判
断
し
て
い

る
。
劉
繇
・
王
朗
の
一
段
で
は
、﹁
遂

江
東
﹂
の
後
に
二
句
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
脱
落
し

て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
鸞
岡
の
意
見
は
更
に
疑
い
よ
う
の
な
い
立
派
な
も
の
で
あ
る
、
と
称

揚
し
て
い
る
。

︿
問
答
４
﹀

（
東
樵
問
）
滕
王
閣
序
、
専
伝
王
勃
十
三
歳
作
、
出
于
小
雑
書
中
。
余
見
新
唐
書
并
才
子

伝
、
王
勃
父
福
畤
為
交
趾
令
、
勃
往
省
焉
、
過
於
洪
州
之
時
作
也
。
然
則
似
廿
八
九
歳
作
。

但
此
序
中
曰
、
童
子
何
知
。
以
此
句
見
之
、
則
似
与
十
三
歳
説
相
応
也
。
余
見
左
伝
成
公

十
六
年
伝
、
范
文
子
取
戈
、
遂
其
子
范

曰
、
童
子
何
知
。
蓋
是
父
而
称
子
為
童
子
者
也
。

王
勃
時
有
父
、
則
自
称
童
子
、
雖
廿
八
九
歳
亦
可
也
。
柳
宗
元
文
曰
、
容
受
童
孺
、
使
在

末
位
。（
注
云
、
子
厚
時
年
二
十
七
。）
繇
是
則
王
勃
廿
八
九
歳
、
而
曰
童
子
、
亦
理
当
然
、

何
可
怪
哉
。
但
拠
何
説
。

（
明
人
答
）
若
以
左
伝
柳
文
、
古
人
自
称
或
父
称
子
、
皆
為
童
子
、
則
義
亦
通
。
但
十
三

歳
之
説
、
必
有
所
伝
、
二
説
亦
皆
通
也
。

（
東
樵
問
）
滕
王
閣
序
は
、
専
ら
王
勃
十
三
歳
の
作
と
伝
は
り
、
小
雑
書
中
に
出
づ
。

あ
は
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余 

新
唐
書
并
び
に
才
子
伝
を
見
る
に
、
王
勃
の
父
福
畤 

交
趾
令
と
為
り
、
勃
往ゆ

き
て

省た
ず

ぬ
る
に
、
洪
州
を
過
り
し
の
時
の
作
な
り
。
然
れ
ば
則
ち
廿
八
九
歳
の
作
な
る
が

似ご
と

し
。
但
し
此
の
序
中
に
曰
く
、
童
子
何
ぞ
知
ら
ん
、
と
。
此
の
句
を
以
て
之
を
見
れ

ば
、則
ち
十
三
歳
の
説
と
相
ひ
応
ず
る
が
似
し
。
余 

左
伝
成
公
十
六
年
の
伝
を
見
る
に
、

范
文
子 
戈
を
取
り
て
、
其
の
子 

范

を
遂
ひ
て
曰
く
、
童
子 

何
ぞ
知
ら
ん
、
と
。
蓋

し
是
れ
父
に
し
て
子
を
称
す
る
に
童
子
と
為
す
者
な
り
。
王
勃 

時
に
父
有
れ
ば
、
則

ち
自
ら
童
子
と
称
す
は
、
廿
八
九
歳
と
雖
も
亦
た
可
な
り
。
柳
宗
元
の
文
に
曰
く
、
童

孺
を
容
受
し
、
末
位
に
在
ら
し
む
、
と
。（
注
に
云
ふ
、
子
厚
時
に
年
二
十
七
、
と
。）

是
に
繇
れ
ば
則
ち
王
勃
廿
八
九
歳
に
し
て
、
而
る
に
童
子
と
曰
ふ
も
、
亦
た
理
は
当
に

然
る
べ
く
、
何
ぞ
怪
し
む
べ
け
ん
や
。
但
し
何
れ
の
説
に
拠
ら
ん
、
と
。

（
明
人
答
）
若
し
左
伝
柳
文
の
、
古
人
の
自
称
或
い
は
父
の
子
を
称
す
る
を
以
て
、
皆

な
童
子
と
為
せ
ば
、
則
ち
義
も
亦
た
通
ず
。
但
し
十
三
歳
の
説
も
、
必
ず
伝
ふ
る
所
有

れ
ば
、
二
説
亦
た
皆
な
通
づ
る
な
り
、
と
。

鸞
岡
は
王
勃
の
﹁
滕
王
閣
序
﹂（
巻
三
所
収
）
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。﹁
滕
王
閣

序
﹂は
王
勃
が
十
三
歳
の
時
の
作
品
で
あ
る
と
様
々
な
書
に
出
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
は﹃
太

平
広
記
﹄
一
七
五
﹁
幼
敏
﹂
の
﹁
王
勃
﹂
に
引
用
す
る
﹃
摭
言
﹄
に
﹁
唐
王
勃
、
字
子
安
、

六
歳
能
属
文
。
清
才
濬
発
、
構
思
無
滞
。
年
十
三
、
省
其
父
至
江
西
。
会
府
帥
宴
於
滕
王
閣
。

時
帥
府
有
婿
善
為
文
章
。
帥
欲
誇
之
賓
友
。
乃
宿
構
滕
王
閣
序
、俟
賓
合
出
之
。（
略
）﹂（
王
勃
、

字
は
子
安
、
六
歳
に
し
て
能
く
文
を
属つ
づ

る
。
清
才
濬
発
に
し
て
、
思
ひ
を
構
ふ
る
に
滞
る
こ

と
無
し
。
年
十
三
、
其
の
父
を
省
ね
て
江
西
に
至
る
。
会た
ま

た
ま
府
帥 

滕
王
閣
に
宴
す
。
時

に
帥
府 

婿
有
り
て
善
く
文
章
を
為
る
。
帥 

之
を
賓
友
に
誇
ら
ん
と
欲
す
。
乃
ち
宿
し
て
滕

王
閣
序
を
構つ
く

り
、
賓
の
合
す
る
を
俟
ち
て
之
を
出
す
。（
略
））
と
あ
っ
た
り
、﹃
古
今
事
文

類
聚
﹄
前
集
巻
四
十
六
﹁
十
三
歳
﹂
の
項
に
﹁
王
勃
年
十
三
作
滕
王
閣
序
﹂（
王
勃 

年
十
三

に
し
て
滕
王
閣
序
を
作
す
）
と
あ
る
こ
と
に
拠
ろ
う
。﹃
新
唐
書
﹄
王
勃
伝
に
は
﹁
父
福
畤
、

繇
雍
州
司
功
參
軍
、
坐
勃
故
左
遷
交
阯
令
。
勃
往
省
。
度
海
溺
水
、

而
卒
。
年
二
十
九
。

初
道
出
鍾
陵
。
九
月
九
日
、
都
督
大
宴
滕
王
閣
、
宿
命
其
婿
作
序
、
以
夸
客
。
因
出
紙
筆
徧

請
客
、
莫
敢
當
。
至
勃
汎
然
不
辞
。
都
督
怒
、
起
更
衣
、
遣
吏
伺
其
文
輙
報
。
一
再
報
、
語

益
奇
、
乃
矍
然
曰
、
天
才
也
。
請
遂
成
文
、
極
歓
罷
。﹂（
父
の
福
畤
は
、
雍
州
の
司
功
參
軍

に
繇
り
、
勃
の
故こ
と

に
坐
し
て
交
阯
の
令
に
左
遷
せ
ら
る
。
勃
往
き
て
省た
ず

ぬ
。
海
を
度
る
に
水

に
溺
れ
、

し
て
卒
す
。
年
二
十
九
。
初
め
道 

鍾
陵
に
出
づ
。
九
月
九
日
、
都
督 

大
い
に

滕
王
閣
に
宴
し
、
宿
し
て
其
の
婿
に
命
じ
て
序
を
作
ら
し
め
、
以
て
客
に
夸
ら
ん
と
す
。
因

り
て
紙
筆
を
出
だ
し
て
徧
く
客
に
請
ふ
も
、
敢
て
當
た
る
も
の
莫
し
。
勃
に
至
り
て
汎
然
と

し
て
辞
せ
ず
。都
督
怒
り
、起
ち
て
衣
を
更
へ
、吏
を
し
て
其
の
文
を
伺
ひ
て
輙
ち
報
ぜ
し
む
。

一
再
報
ず
る
は
、
語
益
ま
す
奇
に
し
て
、
乃
ち
矍
然
と
し
て
曰
く
、
天
才
な
り
、
と
。
請
ひ

て
遂
に
文
を
成
さ
し
め
、
歓
を
極
め
て
罷
む
。）
と
あ
り
、﹃
才
子
伝
﹄
巻
一
に
も
同
内
容
の

記
述
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
見
る
と
、
王
勃
の
父
が
交
趾
令
と
な
り
、
勃
が
そ
こ
へ
行
く
と
き
、

洪
州
（
鍾
陵
は
洪
州
を
指
す
）
を
訪
れ
た
時
の
作
品
で
あ
り
、
だ
と
す
る
と
二
十
八
・
九
歳

の
作
品
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
序
の
中
で
、﹁
童
子
何
ぞ
知
ら
ん
﹂
と
あ
る
句
に

拠
れ
ば
、
十
三
歳
で
製
し
た
と
す
る
説
に
適
っ
て
お
り
、
ど
ち
ら
が
良
い
の
か
を
め
ぐ
っ
て

論
を
進
め
て
い
る
。﹃
左
氏
伝
﹄
十
六
年
に
﹁
文
子
執
戈
逐
之
曰
、
国
之
存
亡
、
天
也
。
童

子
何
知
焉
。﹂（
文
子 

戈
を
執
り
て
之
を
逐
ひ
て
曰
く
、
国
の
存
亡
は
、
天
な
り
。
童
子 

何

を
か
知
ら
ん
、
と
。）
と
あ
り
、
こ
れ
は
父
が
子
供
を
﹁
童
子
﹂
と
称
し
て
い
る
。
王
勃
は

時
に
父
が
い
た
の
で
、
自
ら
を
﹁
童
子
﹂
と
称
す
る
の
は
、
二
十
八
・
九
歳
で
あ
っ
て
も
か

ま
わ
な
い
。
ま
た
﹃
新
刊
五
百
家
註
音
弁
唐
柳
先
生
文
集
﹄
巻
二
十
二
﹁
送
楊
凝
郎
中
使
還

宋
詩
後
序
﹂
に
お
い
て
も
、﹁
時
當
朝
之
羽
儀
、
凡
同
官
之
僚
属
、
皆
餞
焉
。
容
受
童
孺
、

使
在
末
位
。﹂（
時
に
當
朝
の
羽
儀
、
凡
そ
同
官
の
僚
属
、
皆
な
餞
す
。
童
孺
を
容
受
し
て
、

末
位
に
在
ら
し
む
。）
の
注
に
﹁
孫
曰
、
公
時
年
二
十
七
﹂
と
あ
り
、
二
十
七
歳
の
柳
宗
元

に
対
し
て
﹁
童
孺
﹂
と
称
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
王
勃
が
二
十
八
・
九
歳
で
﹁
童
子
﹂

と
呼
ぶ
の
は
、
理
に
お
い
て
当
然
で
あ
り
、
ど
う
し
て
怪
し
む
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、

こ
れ
ら
の
中
で
、
制
作
年
に
つ
い
て
ど
の
説
に
拠
れ
ば
良
い
で
あ
ろ
う
か
と
質
問
す
る
。

き
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こ
の
鸞
岡
の
疑
問
に
対
し
て
、
明
人
・
祝
先
生
は
、
も
し
﹃
左
氏
伝
﹄
や
﹃
柳
文
﹄
の
よ

う
に
古
人
の
自
称
も
し
く
は
父
が
子
を
称
す
る
の
に
、
皆
﹁
童
子
﹂
と
し
て
い
れ
ば
鸞
岡
の

説
も
通
じ
る
。
た
だ
し
、
十
三
歳
の
作
品
と
す
る
説
も
伝
わ
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
否
定
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
二
つ
の
説
は
ど
ち
ら
も
通
用
す
る
、
と
答
え
て
い
る
。

︿
問
答
５
﹀

（
東
樵
）余
考
唐
書
本
伝
并
才
子
伝
、似
廿
九
歳
之
作
、故
疑
之
。余
曾
以
廿
九
歳
作
欲
為
是
、

則
文
之
中
有
童
子
之
語
。
而
後
見
左
伝
柳
文
、
而
解
童
子
之
義
。
然
可
拠
唐
書
耶
。

（
明
人
）
如
比
據
本
伝
及
才
子
伝
、
以
為
廿
九
歳
之
作
、
正
是
考
究
得
真
。
其
童
子
之
義
、

又
有
所
解
、
則
據
以
為
廿
九
歳
可
也
。

（
東
樵
）
余 

唐
書
の
本
伝
并
び
に
才
子
伝
を
考
ふ
る
に
、
廿
九
歳
の
作
な
る
が
似
く
、

故
に
之
を
疑
ふ
。
余 

曾か
つ

て
廿
九
歳
の
作
を
以
て
是
と
為
さ
ん
と
欲
せ
ば
、
則
ち
文
の

中
に
童
子
の
語
有
り
。
而
る
後
に
左
伝
柳
文
を
見
、
而
し
て
童
子
の
義
を
解
す
。
然
れ

ば
唐
書
に
拠
る
べ
け
ん
や
、
と
。

（
明
人
）
如も

し
本
伝
及
び
才
子
伝
に
比
據
せ
ば
、
以
て
廿
九
歳
の
作
と
為
し
、
正
に
是

れ
考
究
し
て
真
を
得
る
な
り
。
其
れ
童
子
の
義
、
又
た
解
す
る
所
有
れ
ば
、
則
ち
以
て

廿
九
歳
と
為
す
に
據
る
も
可
な
り
、
と
。

鸞
岡
は
、﹃
唐
書
﹄
の
王
勃
伝
と
﹃
唐
才
子
伝
﹄
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
察
し
た
と
こ
ろ
、

二
十
九
歳
の
作
品
の
よ
う
で
あ
り
、
十
三
歳
の
作
品
と
す
る
説
を
疑
っ
た
。
た
だ
し
、
か
つ

て
二
十
九
歳
の
作
品
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
と
、文
中
に
﹁
童
子
﹂
の
語
が
あ
っ

た
。
が
、
そ
の
後
﹃
左
氏
伝
﹄
と
﹃
柳
文
﹄
を
見
て
、﹁
童
子
﹂
の
意
義
を
追
究
し
た
。
そ

の
結
果
、﹃
唐
書
﹄
に
拠
り
、
二
十
九
歳
説
を
取
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
さ
ら
に
質

問
す
る
。

こ
の
質
問
に
対
し
て
、
明
人
・
祝
先
生
は
、
も
し
﹃
唐
書
﹄
の
王
勃
伝
と
﹃
才
子
伝
﹄
に

よ
れ
ば
、二
十
九
歳
の
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
り
、ま
さ
に
考
究
し
て
真
義
を
得
て
い
る
。﹁
童

子
﹂
の
意
味
に
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
二
十
九
歳
の
作
品
と
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
も
良
い
、
と
称
揚
す
る
。

﹁
後
出
師
表
﹂
に
引
き
続
き
、
鸞
岡
の
見
解
を
称
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

︿
明
人
感
懐
１
﹀

（
明
人
）
右
、
考
訂
王
勃
之
文
及
秋
風
詞
韻
、
出
師
表
脱
句
之
誤
。
皆
東
樵
師
朗
見
得
之
。

誠
可
信
従
。
歎
服
歎
服
。

（
明
人
）
右
、
王
勃
の
文
及
び
秋
風
詞
の
韻
、
出
師
表
の
脱
句
の
誤
を
考
訂
す
。
皆
な

東
樵
師 

朗
見
し
て
之
を
得
。
誠
に
信
じ
従
ふ
べ
し
。
歎
服
歎
服
。

明
人
・
祝
先
生
は
、
右
に
王
勃
の
﹁
滕
王
閣
序
﹂
の
制
作
年
、﹁
秋
風
辞
﹂
の
叶
韻
、﹁
後

出
師
表
﹂
の
脱
句
の
誤
り
を
考
究
し
て
正
し
く
直
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
す
べ
て
鸞
岡
の
卓

越
し
た
見
識
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
の
で
あ
り
、ま
こ
と
に
信
じ
従
う
べ
き
で
あ
る
と
感
服
し
、

鸞
岡
の
見
識
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

︿
署
名
１
﹀

正
徳
七
年
六
月
二
日
、
姑
蘇
祝
允
明
記
。
印

正
徳
七
年
六
月
二
日
、
姑
蘇
祝
允
明
記
す
。

武
宗
の
正
徳
七
年
（
一
五
一
二
）
六
月
二
日
に
姑
蘇
（
江
蘇
省
呉
県
の
西
南
）
の
祝
允
明

が
記
し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
鸞
岡
と
問
答
を
行
っ
て
い
た
明
人
が
祝
允
明
で
あ
っ
た
こ
と
が

判
明
す
る
。

︿
問
答
６
﹀

（
東
樵
問
）
曾
所
謂
三
韻
一
叶
、
六
韻
一
叶
事
、
就
祝
先
生
論
之
、
不
知
先
生
之
意
如
何
。

又
王
勃
滕
王
閣
文
、
或
云
十
三
歳
、
或
云
廿
八
九
歳
作
、
予
考
之
。
又
諸
葛
後
出
師
表
中

似
脱
落
二
句
等
事
、
亦
考
之
。
如
何
。
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（
明
人
答
）此
但
可
与
祝
公
論
之
。
我
不
能
臆
断
也
。
王
勃
事
出
師
表
事
、大
概
古
人
編
史
、

其
差
誤
不
少
。
余
旧
有
唐
書
、
糾
謬
三
本
、
摘
唐
史
年
月
差
訛
、
地
名
人
名
謬
悞
、
不
下

有
千
百
事
。
読
史
者
、
不
能
悉
弁
之
也
。
或
墓
誌
行
実
、
与
歴
官
不
同
、
或
生
卒
歳
月
、

与
履
歴
差
錯
、
甚
至
封
爵
官
賞
、
亦
有
差
失
。
此
蓋
史
官
之
失
、
或
又
外
人
不
審
。
別
為

私
記
、
与
史
相
乖
、
世
既
久
遠
、
但
可
粗
知
大
略
。
出
処
与
忠
臣
孝
子
之
大
節
、
不
可
得

而
泯
者
、
則
不
可
而
溷
也
。

（
東
樵
問
）
曾
て
謂
ふ
所
の
三
韻
一
叶
、
六
韻
一
叶
の
事
、
祝
先
生
に
就
き
て
之
を
論

ず
る
も
、
先
生
の
意
の
如い

か何
な
る
か
を
知
ら
ず
。
又
た
王
勃
の
滕
王
閣
の
文
、
或
ひ
は

十
三
歳
と
云
ひ
、
或
ひ
は
廿
八
九
歳
の
作
と
云
へ
ば
、
予 

之
を
考
ふ
。
又
た
諸
葛
の

後
出
師
表
中
に
二
句
を
脱
落
す
る
が
似
き
等
の
事
も
、
亦
た
之
を
考
ふ
。
如
何
、
と
。

（
明
人
答
）
此
れ
但
だ
祝
公
と
の
み
之
を
論
ず
べ
し
。
我 

臆
断
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
な

り
。
王
勃
の
事
・
出
師
の
表
の
事
、
大
概
古
人
の
史
を
編
す
る
に
、
其
の
差
誤
少
な
か

ら
ず
。
余 

旧も

と
唐
書
を
有
し
、
糾
謬
す
る
こ
と
三
本
、
唐
史
の
年
月
の
差
訛
、
地
名

人
名
の
謬
悞
を
摘
む
こ
と
、
千
百
の
事
有
る
を
下
ら
ず
。
史
を
読
む
者
、
悉
く
之
を
弁

ず
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
或
ひ
は
墓
誌
の
行
実
、
歴
官
と
同
じ
か
ら
ず
、
或
ひ
は
生

卒
の
歳
月
、
履
歴
と
差
錯
し
、
甚
だ
し
く
は
封
爵
官
賞
に
至
る
も
、
亦
た
差
失
有
り
。

此
れ
蓋
し
史
官
の
失
、
或
ひ
は
又
た
外
人
の
審
つ
ま
び
らか

な
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
別
に
私
記
を
為

り
、
史
と
相
乖
く
と
も
、
世
既
に
久
遠
な
れ
ば
、
但
だ
大
略
を
粗ほ
ぼ

知
る
べ
き
の
み
。
出

処
と
忠
臣
孝
子
の
大
節
と
は
、
得
て
泯ほ
ろ

ぼ
す
べ
か
ら
ざ
る
者
な
れ
ば
、
則
ち
溷け
が

す
べ
か

ら
ざ
る
な
り
、
と
。

鸞
岡
は
、
か
つ
て
﹁
秋
風
辞
﹂
の
注
に
あ
る
﹁
三
韻
一
叶
﹂
と
﹁
六
韻
一
叶
﹂
つ
い
て
、

祝
先
生
の
下
で
論
じ
た
が
、
い
ま
唐
寅
先
生
の
意
が
い
か
が
で
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
。
ま

た
王
勃
の
﹁
滕
王
閣
序
﹂
が
、
十
三
歳
の
時
の
作
品
で
あ
る
の
か
、
二
十
八
・
九
歳
の
時
の

作
品
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
考
究
し
た
。
ま
た
、
諸
葛
亮
の
﹁
後
出
師
表
﹂
の
文
中
に
二
句

の
脱
落
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
に
つ
い
て
も
考
究
し
た
。
ど
う
で
あ
ろ
う
か
、
と
明
人
・
唐

寅
に
尋
ね
て
い
る
。

こ
の
発
言
に
対
し
て
、
唐
寅
先
生
は
、
こ
れ
ら
は
祝
先
生
と
だ
け
論
じ
な
さ
い
。
私
は
推

し
量
っ
て
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
王
勃
の
﹁
滕
王
閣
序
﹂
と
諸
葛
亮
の
﹁
後
出
師
表
﹂

に
関
し
て
は
、
お
お
よ
そ
古
人
が
歴
史
を
編
纂
す
る
に
際
し
て
間
違
い
は
多
く
あ
り
が
ち
で

あ
る
。
私
は
も
と
﹃
唐
書
﹄
に
つ
い
て
三
本
の
誤
り
を
訂
正
し
た
が
、
唐
代
の
歴
史
上
の
年

月
の
間
違
い
、
地
名
と
人
名
の
誤
り
を
指
摘
す
る
と
、
千
百
箇
所
に
下
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
っ

た
。
歴
史
を
読
む
人
は
全
て
こ
れ
ら
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
墓
誌
に
書
か
れ
て
い

る
事
跡
が
歴
任
し
た
官
職
と
同
じ
で
な
か
っ
た
り
、
生
没
年
月
日
が
履
歴
と
違
い
、
ひ
ど
い

場
合
に
は
官
爵
や
褒
賞
に
つ
い
て
も
誤
り
が
あ
る
。
こ
れ
は
史
官
の
過
失
で
あ
っ
た
り
、
他

人
が
つ
ま
び
ら
か
で
な
い
た
め
で
あ
る
。
別
に
こ
れ
か
ら
私
記
を
つ
く
り
、
史
実
に
背
く
に

し
て
も
、
世
の
中
は
既
に
久
し
く
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
の
で
、
た
だ
あ
ら
ま
し
概
要
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
出
処
進
退
と
忠
臣
や
孝
子
の
重
い
節
義
は
滅
び
て
は
な
ら
な

い
こ
と
で
あ
る
の
で
、
決
し
て
汚
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
。

﹁
滕
王
閣
序
﹂
の
製
作
年
代
に
関
す
る
問
答
と
﹁
後
出
師
表
﹂
の
脱
落
句
に
つ
い
て
の
問

答
を
見
た
唐
寅
が
、
歴
史
編
纂
に
対
す
る
認
識
を
述
べ
て
い
る
。
先
輩
で
あ
る
祝
允
明
に
敬

意
を
表
し
な
が
ら
、
当
時
の
史
観
を
表
す
貴
重
な
見
解
と
言
え
よ
う
。

︿
署
名
２
﹀

唐
寅
記
。
印

唐
寅
記
す
。

︿
問
答
６
﹀
の
明
人
が
唐
寅
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

︿
明
人
感
懐
２
﹀

古
文
注
、
其
人
或
採
引
来
者
有
之
。
或
自
注
者
亦
有
之
。
如
注
漢
武
帝
秋
風
辞
、
上
曰
三

韻
一
叶
、三
當
作
二
。
下
曰
六
韻
一
叶
、六
當
作
五
。
此
武
帝
三
字
一
句
中
、加
一
兮
字
者
、
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欲
其
連
属
成
文
耳
。
后
世
作
歌
、
或
四
句
一
更
韻
者
、
或
通
篇
只
一
韻
者
、
或
前
皆
一
韻
、

而
后
両
句
独
一
韻
者
。
盛
唐
以
前
、
如
西
漢
先
秦
、
初
不
拘
、
雖
一
韻
至
歌
曲
、
則
有
叶

者
、
不
叶
者
。
此
舞
歌
一
韻
之
中
、
而
五
韻
相
叶
耳
。
吾
蘇
郷
進
士
祝
希
哲
、
博
学
強
記
、

今
之
古
人
、
能
刊
前
人
之
誤
正
、
當
従
之
。

古
文
の
注
に
、
其
の
人 

或
ひ
は
採
引
し
て
来
る
者
之
れ
有
り
。
或
ひ
は
自
ら
注
す
る

者
も
亦
た
之
れ
有
り
。
漢
武
帝
の
秋
風
辞
を
注
す
る
が
如
き
は
、
上
に
三
韻
一
叶
と
曰

ふ
に
、
三
は
當
に
二
と
作
す
べ
し
。
下
に
六
韻
一
叶
と
曰
ふ
に
、
六
は
當
に
五
と
作
す

べ
し
。
此
れ
武
帝
は
三
字
し
て
一
句
中
に
、
一
の
兮
の
字
な
る
者
を
加
へ
、
其
れ
連
属

し
て
文
を
成
さ
ん
と
欲
す
る
の
み
。
后
世 

歌
を
作
す
に
、
或
ひ
は
四
句
も
て
一
た
び

韻
を
更
ふ
る
者
、
或
ひ
は
篇
を
通
じ
て
只
だ
一
韻
な
る
者
、
或
ひ
は
前
は
皆
な
一
韻
に

し
て
、
而
る
后
両
句
独
り
一
韻
な
る
者
あ
り
。
盛
唐
以
前
、
西
漢
先
秦
の
如
き
は
、
初

め
拘か
か

は
ら
ず
、
一
韻
も
て
歌
曲
に
至
る
と
雖
も
、
則
ち
叶
ふ
者
と
、
叶
は
ざ
る
者
有
り
。

此
の
舞
歌
は
一
韻
の
中
、
五
韻
相
ひ
叶
ふ
の
み
。
吾
が
蘇
郷
進
士
の
祝
希
哲
は
、
博
学

強
記
、
今
の
古
人
に
し
て
、
能
く
前
人
の
誤
を
刊け
ず

り
て
正
せ
ば
、
當
に
之
に
従
ふ
べ
し
。

こ
こ
で
は
、
楊
端
夫
な
る
明
人
が
、
鸞
岡
と
祝
允
明
の
問
答
を
見
て
そ
の
感
懐
を
記
し
て

い
る
。
古
文
の
注
に
お
い
て
、
採
用
・
引
用
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
自
ら
注
す
る
こ
と
も
あ

る
。
漢
の
武
帝
の
﹁
秋
風
辞
﹂
を
注
す
る
の
に
、始
め
の
﹁
三
韻
一
叶
﹂
と
あ
る
注
は
﹁
三
﹂

を
﹁
二
﹂
に
す
べ
き
で
あ
り
、
後
の
﹁
六
韻
一
叶
﹂
と
あ
る
注
は
﹁
六
﹂
を
﹁
五
﹂
に
す
べ

き
で
あ
る
。
武
帝
は
一
句
の
中
に
三
字
の
後
に
﹁
兮
﹂
字
を
加
え
、
連
続
し
た
文
章
を
作
ろ

う
と
し
た
だ
け
で
あ
る
。
後
世
、
歌
を
作
る
に
際
し
て
は
、
四
句
で
一
度
韻
を
変
え
る
も
の
、

篇
を
通
じ
て
た
だ
一
つ
の
韻
で
通
す
も
の
、
始
め
は
す
べ
て
一
韻
で
あ
っ
て
も
後
に
二
句
で

一
韻
と
す
る
も
の
が
で
き
た
。
盛
唐
以
前
の
西
漢
・
先
秦
に
お
い
て
は
、
初
め
叶
韻
に
拘
泥

せ
ず
、
一
韻
で
歌
曲
を
作
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
叶
う
歌
も
あ
れ
ば
叶
わ
な
い
歌
も
あ
っ
た
。

こ
の
舞
歌
は
、
一
韻
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
五
つ
の
字
の
韻
が
叶
っ
て
い
る
。
蘇
州
の
郷
試

に
お
い
て
進
士
で
あ
る
祝
希
哲
（
允
明
）
は
、
博
学
強
記
で
あ
り
、
今
代
に
と
っ
て
古
人
に

あ
た
り
、
前
人
の
誤
り
を
削
っ
て
正
す
こ
と
が
で
き
る
、
そ
の
意
見
・
解
釈
に
従
っ
た
方
が

よ
い
、
と
鸞
岡
に
助
言
し
て
い
る
。

︿
署
名
３
﹀

正
徳
壬
申
立
秋
后
二
日
、
海
村
楊
端
夫
記
。

正
徳
壬
申
立
秋
の
后
二
日
、
海
村
楊
端
夫
記
す
。

正
徳
壬
申
（
一
五
一
二
）
立
秋
（
八
月
八
日
頃
）
を
二
日
過
ぎ
た
日
に
、
楊
端
夫
な
る
人

物
が
記
し
て
い
る
。︿
明
人
感
懐
２
﹀
の
明
人
が
楊
端
夫
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

︿
問
答
７
﹀

（
東
樵
問
）
蜂
房
水
渦
注
天
井
。

（
明
人
答
）以
屋
外
庭
院
為
天
井
。
今
人
亦
有
此
語
。
所
云
水
溜
其
中
為
渦
、并
簷
溜
之
注
。

皆
可
見
矣
。

（
東
樵
問
）
蜂
房
水
渦
の
注
に
天
井
、
と
。

（
明
人
答
）
屋
外
の
庭
院
を
以
て
天
井
と
為
す
。
今
人
も
亦
た
此
の
語
有
り
。
云
ふ
所

の
水 

其
の
中
に
溜
ま
り
て
渦
を
為
す
は
、
并あ
は

せ
て
簷
溜
の
注
げ
ば
な
り
。
皆
な
見
る

べ
し
、
と
。

鸞
岡
は
、
杜
牧
﹁
阿
房
宮
賦
﹂（
巻
一
所
収
）
の
本
文
注
に
つ
い
て
疑
問
点
を
取
り
上
げ

て
い
る
。
疑
問
箇
所
の
本
文
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

五
歩
一
楼
、
十
歩
一
閣
。
廊
腰
縵
廻
、
簷
牙
高
啄
。
各
抱
地
勢
、
鉤
心
鬭
角
。
盤
盤
焉
。

　

焉
。
蜂
房
水
渦＊

、
矗
不
知
乎
幾
千
万
落
。

五
歩
に
一
楼
、
十
歩
に
一
閣
。
廊
腰 

縵ゆ
る

く
廻め
ぐ

っ
て
、
簷
牙 

高
く
啄
つ
い
ば
め
り
。
各
お
の 

地

勢
を
抱
き
、
鉤
心 

鬭と
う
か
く角
せ
り
。
盤ば
ん
ば
ん
え
ん

盤
焉
た
り
。
　

焉え
ん

た
り
。
蜂
房 

水
渦＊

、
矗
と
し

て
幾
千
万
落
な
る
か
を
知
ら
ず
。

阿
房
宮
に
多
く
の
宮
殿
が
建
ち
並
び
、
そ
の
荘
厳
な
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
＊
印
に
は
次

き
ん
き
ん



鸞
岡
省
佐
『
古
文
真
宝
不
審
』
に
つ
い
て 

―
翻
刻
と
本
文
解
説
―

320（29）

の
よ
う
な
注
が
あ
る
。

遠
望
天
井
、
如
蜂
窠
焉
。
水
之
溜
天
井
中
為
渦
。

遠
く
天
井
を
望
め
ば
、
蜂
窠
の
如
し
。
水
の
天
井
中
に
溜
ま
り
て
渦
を
為
す
。

鸞
岡
は
こ
の
注
に
出
て
く
る
﹁
天
井
﹂
に
つ
い
て
質
問
し
て
い
る
。

明
人
・
楊
端
夫
は
、﹁
天
井
﹂
に
つ
い
て
、
屋
外
に
あ
る
庭
院
の
こ
と
で
あ
り
、
今
の
人

も
こ
の
語
を
使
用
す
る
こ
と
を
言
う
。
ま
た
注
の
後
半
部
の
﹁
水
の
天
井
中
に
溜
ま
り
て
渦

を
為
す
﹂
に
つ
い
て
、
軒
端
か
ら
垂
れ
る
水
滴
が
注
い
だ
た
め
で
あ
る
と
し
、
注
全
体
を
見

て
解
す
べ
き
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、﹃
古
文
真
宝
﹄
の
注
の
見
方
に
つ
い
て
楊
端
夫
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

︿
問
答
８
﹀

（
東
樵
問
）
轍
字
指
車
跡
乎
。
別
有
一
物
否
。

（
明
人
答
）
轍
是
輪
之
総
名
、
亦
言
其
度
数
。
云
轍
迹
者
、
乃
轍
之
迹
、
非
謂
轍
即
迹
也
。

所
謂
合
轍
、
言
其
度
数
広
狭
相
同
也
。
軾
不
外
飾
。

東
樵
問
ふ
、
轍
の
字
は
車
跡
を
指
す
か
。
別
に
一
物
有
り
や
否い
な

や
、
と
。

明
人
答
ふ
、
轍
は
是
れ
輪
の
総
名
に
し
て
、
亦
た
其
の
度
数
を
言
ふ
。
轍
迹
と
云
ふ
は
、

乃
ち
轍
の
迹
に
し
て
、
轍
を
即
ち
迹
と
謂
ふ
に
非
ざ
る
な
り
。
謂
ふ
所
の
合
轍
は
、
其

の
度
数
の
広
狭
の
相
ひ
同
じ
き
を
言
ふ
な
り
。
軾
は
外
飾
な
ら
ず
、
と
。

鸞
岡
は
、
蘇
洵
の
﹁
名
二
子
説
﹂（
巻
二
所
収
）
に
あ
る
次
の
文
章
を
問
題
に
し
て
い
る
。

輪
輻
蓋
軫
、
皆
有
職
乎
車
。
而
軾
獨
若
無
所
為
者
。
雖
然
去
軾
、
則
吾
未
見
其
為
完
車
也
。

軾
乎
、
吾
懼
汝
之
不
外
飾
。
天
子
之
車
、
莫
不
由
轍
。
而
言
車
之
功
、
轍
不
與
焉
。
雖
然

車
仆
馬
斃
、
而
患
不
及
轍
。
是
轍
者
禍
福
之
間
。
轍
乎
、
吾
知
免
也
矣
。

輪り
ん
ぷ
く輻
・
蓋か
い
し
ん軫
は
、
皆
な
車
に
職
つ
か
さ
どる
こ
と
有
り
。
而
る
に
軾
は
獨
り
為
す
所
無
き
者
の
若

し
。
然
り
と
雖
も
軾
し
よ
く
を
去
ら
ば
、則
ち
吾
未
だ
其
の
完
車
為
る
を
見
ざ
る
な
り
。
軾
や
、

吾
は
汝
の
外
を
飾
ら
ざ
る
を
懼お
そ

る
。
天
子
の
車
、
轍
に
由
ら
ざ
る
莫
し
。
而
る
に
車
の

功
を
言
へ
ば
、
轍
は
與あ

づ

か
ら
ず
。
然
り
と
雖
も
車
仆た
ふ

れ
馬
斃た
ふ

る
る
も
、
而
も
患
ひ
は
轍

に
及
ば
ず
。
是
れ
轍
は
禍
福
の
間
な
り
。
轍
や
、
吾 

免
れ
ん
こ
と
を
知
る
。

こ
の
﹁
轍
﹂
字
の
意
味
に
つ
い
て
、
車
の
跡
を
指
す
の
か
、
そ
れ
と
も
別
に
意
味
が
あ
る
の

か
尋
ね
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
明
人
・
楊
端
夫
は
、﹁
轍
﹂
は
車
輪
の
総
名
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
幅
の
大

き
さ
の
こ
と
で
あ
る
。﹁
轍
迹
﹂
と
言
う
の
は
、
車
輪
の
迹
の
こ
と
で
あ
り
、﹁
轍
﹂
が
迹
と

言
う
意
味
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
﹁
合
轍
﹂
も
、
車
輪
の
幅
の
広
狭
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を

言
う
。﹁
軾
﹂（
車
の
前
の
横
木
）
は
外
面
を
飾
ら
な
い
、
と
答
え
て
い
る
。

︿
問
答
９
﹀

（
東
樵
問
）
西
銘
、
富
貴
福
澤
、
将
厚
吾
之
生
也
、
此
厚
之
字
、
如
何
訓
哉
。
於
此
似
可
疑
。

（
明
人
答
）
将
厚
吾
之
生
也
、
亦
言
豊
厚
吾
身
而
已
。
下
云
貧
賤
憂
戚
庸
玉
汝
於
成
也
、

言
動
心
忍
性
以
成
其
徳
耳
。

（
東
樵
問
）
西
銘
に
、
富
貴
福
澤
は
、
将
に
吾
の
生
を
厚
く
せ
ん
と
す
る
や
、
此
の
厚

の
字
は
、
如い

か何
に
訓
ぜ
ん
や
。
此
に
於
て
疑
ふ
べ
き
が
似
し
、
と
。

（
明
人
答
）
将
に
吾
の
生
を
厚
く
せ
ん
と
す
る
や
、
亦
た
吾
が
身
を
豊
厚
す
る
を
言
ふ

の
み
。
下
に
貧
賤
憂
戚
は
庸も
つ

て
汝
な
ん
ぢ

を
成
る
に
玉
に
す
と
云
ふ
や
、
心
を
動
か
せ
性
を
忍

び
て
以
て
其
の
徳
を
成
す
を
言
ふ
の
み
、
と
。

鸞
岡
は
、
張
載
﹁
西
銘
﹂（
巻
五
所
収
）
の
次
の
箇
所
を
不
審
に
思
っ
て
い
る
。

富
貴
福
澤
、
将
以
厚
吾
之
生
、
貧
賤
憂
戚
、
庸
玉
汝
於
成
也
。
存
吾
順
事
、
没
吾
寧
也
。

富
貴
福
澤
は
、
将
に
吾
が
生
を
厚
く
せ
ん
と
し
、
貧
賤
憂
戚
は
、
庸も
つ

て
汝
な
ん
ぢ

を
成
る
に
玉

に
す
。
存
す
れ
ば
吾
順
ひ
て
事つ
か

へ
、
没
す
れ
ば
吾
寧や
す

ん
ず
る
な
り
。

富
や
名
誉
、
幸
福
や
恩
沢
と
い
っ
た
も
の
は
自
分
の
生
活
を
豊
か
に
し
、
貧
乏
や
卑
賎
、
心

配
や
悲
し
み
と
い
っ
た
も
の
は
貴
方
を
成
就
さ
せ
る
の
に
玉
の
よ
う
に
磨
き
上
げ
よ
う
、
と

あ
る
。
鸞
岡
は
、
こ
の
文
章
に
お
け
る
﹁
厚
﹂
字
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
訓
ず
れ
ば
良
い



太
　
田
　
　
　
亨

319（30）

の
か
疑
問
に
思
い
、
明
人
に
尋
ね
て
い
る
。

明
人
・
楊
端
夫
は
、﹁
将
に
吾
の
生
を
厚
く
せ
ん
と
す
る
や
﹂
と
は
、
自
分
の
身
を
十
分

に
手
厚
く
す
る
こ
と
を
言
う
だ
け
で
あ
る
。
続
く﹁
貧
賤
憂
戚
は
庸
て
汝
を
成
る
に
玉
に
す
﹂

と
は
、
心
を
働
か
せ
て
恐
れ
、
嗜
欲
の
性
を
堅
く
こ
ら
え
る
こ
と
で
徳
を
成
就
す
る
こ
と
を

言
う
だ
け
で
あ
る
、
と
答
え
て
い
る
。

︿
問
答
10
﹀

（
東
樵
問
）余
曾
謂
、以
下
玉
汝
於
成
之
玉
字
、観
之
則
厚
字
恐
有
他
義
訓
歟
。似
可
訓
薄
字
。

故
疑
之
。

（
明
人
答
）
二
字
皆
不
誤
、
厚
只
是
豊
厚
其
生
、
使
易
為
善
。
玉
字
乃
使
用
功
克
治
、
以

底
于
成
之
意
。

（
東
樵
問
）
余 

曾
て
謂お
も

へ
ら
く
、
下
の
汝
を
成
る
に
玉
に
す
の
玉
の
字
を
以
て
、
之
を

観
れ
ば
則
ち
厚
の
字
は
恐
ら
く
は
他
義
有
り
て
訓
ぜ
ん
か
。
薄
の
字
に
訓
ず
べ
き
が
似

し
。
故
に
之
を
疑
ふ
、
と
。

（
明
人
答
）
二
字
皆
な
誤
ま
ら
ず
、
厚
は
只
だ
是
れ
其
の
生
を
豊
厚
に
し
、
善
と
為
り

易
か
ら
し
む
。
玉
の
字
は
乃
ち
用
功
し
て
克
治
せ
し
め
、
以
て
成
の
意
を
底
に
す
、
と
。

鸞
岡
は
、問
題
箇
所
の
下
に
﹁
汝
を
成
る
に
玉
に
す
﹂
と
あ
る
﹁
玉
﹂
の
字
を
見
て
、﹁
厚
﹂

字
に
恐
ら
く
他
の
意
味
が
あ
っ
て
訓
ず
る
の
で
は
な
い
か
。﹁
薄
﹂
の
字
に
訓
ず
べ
き
の
よ

う
で
、
そ
の
た
め
に
疑
問
に
思
っ
て
い
る
、
と
さ
ら
に
疑
問
の
詳
細
を
追
問
し
て
い
る
。︿
問

答
９
﹀
で
問
題
提
起
し
た
﹁
将
に
吾
の
生
を
厚
く
せ
ん
と
す
る
や
﹂
の
﹁
厚
﹂
字
を
﹁
薄
﹂

に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
富
や
名
誉
、
幸
福
や
恩
沢
と
い
っ
た
も
の
は
自
分
の
生
活
を
薄

幸
に
す
る
、
と
言
う
意
味
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。

明
人
・
楊
端
夫
は
、﹁
厚
﹂
も
﹁
玉
﹂
も
誤
っ
て
い
な
い
と
し
、﹁
厚
﹂
は
、
た
だ
生
活
を

十
分
に
手
厚
く
し
、
善
い
も
の
に
な
り
や
す
く
さ
せ
る
。﹁
玉
﹂
は
、
努
力
し
て
私
欲
に
う

ち
勝
た
せ
、
玉
の
よ
う
に
な
す
と
い
う
意
を
底
に
含
ん
で
い
る
、
と
詳
し
く
解
説
し
て
い
る
。

︿
問
答
11
﹀

（
東
樵
問
）
古
人
用
金
魚
袋
。
何
義
何
用
。

（
明
人
答
）
縁
魚
目
不
瞑
、
使
臣
僚
佩
其
形
、
欲
其
夙
興
夜
寐
、
以
勤
於
事
上
耳
。
所
以

用
金
者
官
品
高
也
。
用
袋
者
、
一
云
以
活
損
失
、
一
説
有
事
時
権
以
盛
笏
。
然
又
謂
笏
大
、

只
是
蔵
護
金
魚
而
已
。

（
東
樵
問
）
古
人 

金
魚
袋
を
用
ふ
。
何
れ
の
義
に
し
て
何
に
か
用
ひ
ん
、
と
。

（
明
人
答
）
魚
の
目
の
瞑ね
む

ら
ざ
る
に
縁よ

り
て
、
臣
僚
を
し
て
其
の
形
を
佩
び
、
其
の
夙つ
と

に
興お

き
夜
に
寐
ね
、
以
て
上
に
事つ
か

ふ
る
に
勤
め
ん
と
欲
せ
し
む
る
の
み
。
金
を
用
ふ
る

所
以
は
官
品
の
高
き
な
り
。
袋
を
用
ふ
る
は
、
一
に
以
て
損
失
を
活い

か
す
を
云
ひ
、
一

説
に
事
有
り
て
時
に
権は
か

る
に
以
て
笏
を
盛
れ
ば
な
り
。
然
し
て
又
た
笏
大
と
謂
ふ
は
、

只
だ
是
れ
金
魚
に
蔵
し
護
る
の
み
、
と
。

鸞
岡
は
、
古
人
が
﹁
金
魚
袋
﹂
を
用
い
る
こ
と
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
て
ど

の
よ
う
に
用
い
る
か
尋
ね
て
い
る
。

明
人
・
楊
端
夫
は
、
魚
の
目
が
眠
ら
な
い
こ
と
に
因
み
、
多
く
の
臣
下
や
役
人
に
そ
の
形

の
も
の
を
（
袋
に
入
れ
て
）
身
に
つ
け
、
朝
早
く
か
ら
夜
遅
く
ま
で
働
き
、
天
子
に
仕
え
る

こ
と
に
勤
し
み
た
く
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
金
を
用
い
る
理
由
は
、
官
位
の
階
級
が

高
い
た
め
で
あ
る
。
袋
を
用
い
る
の
は
、一
つ
の
理
由
と
し
て
損
失
を
い
か
す
た
め
で
あ
り
、

一
説
に
非
常
の
時
に
応
じ
る
た
め
に
天
子
に
拝
謁
す
る
た
め
の
板
を
い
れ
る
た
め
で
あ
る
。

そ
し
て
﹁
笏
大
﹂
と
い
う
の
は
、た
だ
金
魚
袋
に
隠
し
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
、と
答
え
て
い
る
。

こ
の
﹁
金
魚
袋
﹂
語
に
つ
い
て
は
、﹃
古
文
真
宝
﹄
後
集
に
は
見
え
な
い
。
以
下
の
問
い

に
つ
い
て
も
、
鸞
岡
が
普
段
か
ら
抱
い
て
い
た
疑
問
の
よ
う
で
あ
る
。

︿
問
答
12
﹀

（
東
樵
問
）
或
人
曰
、
盛
図
書
箱
鑰
子
。
我
疑
之
。
故
問
之
。
今
時
官
人
有
佩
否
。

（
明
人
答
）前
所
答
者
、見
於
宋
時
雑
書
中
。所
云
盛
図
書
之
類
非
也
。今
無
比
制
度
不
佩
矣
。
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（
其
後
於
唐
解
元
家
見
古
人
金
魚
之
説
。
是
天
子
召
臣
時
用
之
者
也
。
蓋
与
旄
節
義
同
。）

（
東
樵
問
）
或
人
曰
く
、図
書
を
盛
る
箱
の
鑰
子
、と
。
我 

之
を
疑
ふ
。
故
に
之
を
問
ふ
。

今
時
の
官
人
は
佩
ぶ
る
こ
と
有
り
や
否
や
、
と
。

（
明
人
答
）
前
に
答
ふ
る
所
の
者
は
、
宋
時
の
雑
書
中
に
見
る
。
云
ふ
所
の
図
書
を
盛

る
の
類
は
非
な
り
。
今
比
こ
の
ご
ろの
制
度
に
無
け
れ
ば
佩
び
ず
、
と
。（
其
の
後
、
唐
解
元
の

家
に
於
て
古
人
の
金
魚
の
説
を
見
る
。
是
れ
天
子
の
臣
を
召
す
時
に
之
を
用
ふ
る
者
な

り
。
蓋
し
旄
節
の
義
と
同
じ
。）

鸞
岡
は
、
あ
る
人
が
﹁
金
魚
袋
﹂
が
書
籍
を
入
れ
る
箱
の
鍵
で
あ
る
と
言
っ
た
の
で
、
こ

れ
を
疑
い
、
質
問
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
今
の
時
代
に
役
人
が
身
に
つ
け
て
い
る
の
か
ど
う

か
尋
ね
て
い
る
。

明
人
・
楊
端
夫
は
、
前
に
答
え
た
内
容
は
、
宋
の
時
代
の
雑
書
の
中
で
見
た
。
あ
る
人
が

言
う
書
籍
を
入
れ
る
類
と
い
う
説
は
誤
り
で
あ
る
。
今
こ
の
ご
ろ
に
こ
の
制
度
は
な
く
、
身

に
つ
け
る
こ
と
は
な
い
、
と
答
え
て
い
る
。

明
人
の
答
え
の
後
に
、
割
注
と
し
て
問
答
後
の
行
動
が
注
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
唐
解
元
（
唐
寅
）
の
家
で
古
人
の
﹁
金
魚
﹂
の
説
明
を
見
た
。﹁
金
魚
袋
﹂
は
天
子
が

臣
下
を
召
す
と
き
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
思
う
に
﹁
旄
節
﹂（
使
臣
が
そ
の
印
と
し
て
持

つ
羽
毛
で
飾
っ
た
節
）
と
同
じ
意
味
で
あ
る
、
と
あ
る
。

︿
問
答
13
﹀

（
東
樵
問
）
活
套
二
字
、
常
有
之
。
何
義
。

（
明
人
答
）
此
雖
俗
語
、
古
人
簡
剳
中
、
多
有
活
套
之
説
。
蓋
言
其
文
可
以
活
絡
移
用
耳
。

又
称
簡
牘
一
通
為
一
套
、
亦
是
旧
伝
。

（
東
樵
問
）
活
套
の
二
字
、
常
に
之
有
り
。
何
の
義
ぞ
、
と
。

（
明
人
答
）
此
れ
俗
語
と
雖
も
、
古
人
の
簡か
ん
た
ふ剳
の
中
に
、
多
く
活
套
の
説
有
り
。
蓋
し

其
の
文
の
以
て
活
絡
移
用
す
べ
き
を
言
ふ
の
み
。
又
た
簡
牘
の
一
通
を
称
し
て
一
套
と

為
す
も
、
亦
た
是
れ
旧
伝
な
り
、
と
。

鸞
岡
は
、﹁
活
套
﹂の
二
字
に
つ
い
て
、常
に
出
て
く
る
が
、い
か
な
る
意
味
か
尋
ね
て
い
る
。

明
人
・
楊
端
夫
は
、
こ
れ
は
俗
語
で
は
あ
る
が
、
古
人
の
文
書
の
中
に
多
く
﹁
活
套
﹂
の

説
が
あ
る
。
思
う
に
そ
の
文
章
が
円
滑
に
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
言
う
だ
け
で
あ

る
。
ま
た
手
紙
一
通
の
こ
と
を
﹁
一
套
﹂
と
称
す
る
の
も
、
昔
か
ら
伝
え
来
た
っ
た
も
の
で

あ
る
、
と
答
え
て
い
る
。

︿
問
答
14
﹀

（
東
樵
問
）
套
字
何
義
。

（
明
人
答
）
若
以
今
世
俗
之
評
観
之
、
一
套
猶
一
副
也
。
但
旧
多
用
於
簡
札
。
恐
簡
必
有

紙
為
籠
套
之
具
。
因
謂
一
通
為
一
套
。
此
愚
以
意
求
之
也
。

（
東
樵
問
）
套
の
字
は
何
の
義
ぞ
、
と
。

（
明
人
答
）
若
し
今
の
世
俗
の
評
を
以
て
之
を
観
れ
ば
、
一
套
は
猶
ほ
一
副
の
ご
と
き

な
り
。
但
だ
旧
は
多
く
簡
札
に
用
ふ
。
恐
ら
く
は
簡
は
必
ず
紙
有
り
て
籠
套
の
具
為
ら

ん
。
因
り
て
一
通
を
謂
ひ
て
一
套
と
為
す
。
此
れ
愚 

意
を
以
て
之
を
求
む
る
な
り
、と
。

鸞
岡
は
、
続
い
て
﹁
套
﹂
字
は
い
か
な
る
意
味
か
尋
ね
て
い
る
。

明
人
・
楊
端
夫
は
、も
し
今
の
世
俗
の
評
か
ら
こ
の
字
を
考
え
る
と
、﹁
一
套
﹂
と
は
﹁
一
副
﹂

（
単
位
を
表
す
語
）で
あ
る
。
た
だ
し
、古
く
は
多
く
竹
の
札
に
用
い
て
い
た
。
恐
ら
く
は﹁
簡
﹂

は
、必
ず
紙
が
あ
っ
て
包
み
覆
う
道
具
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
﹁
一
通
﹂
を
﹁
一

套
﹂
と
い
う
。
こ
れ
は
自
分
の
考
え
で
こ
の
解
を
求
め
た
、
と
答
え
て
い
る
。

︿
問
答
15
﹀

（
東
樵
問
）
羊
羔
児
酒
、
何
義
。

（
明
人
答
）
只
是
傾
酒
、
以
羊
羔
薦
飲
耳
。

（
東
樵
又
問
）
是
為
肴
歟
。



太
　
田
　
　
　
亨

317（32）

（
東
樵
問
）
羊
羔
児
酒
、
何
の
義
ぞ
、
と
。

（
明
人
答
）
只
だ
是
れ
酒
を
傾
く
る
に
、
羊
羔
を
以
て
飲
を
薦す
す

む
る
の
み
、
と
。

（
東
樵
又
問
）
是
れ
肴
と
為
す
か
、
と
。

鸞
岡
は
、﹁
羊
羔
児
酒
﹂
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
意
味
か
尋
ね
て
い
る
。

明
人
・
楊
端
夫
は
、
酒
を
飲
む
の
に
、
羊
羔
を
さ
か
な
に
し
て
飲
む
こ
と
だ
、
と
答
え
て

い
る
。

鸞
岡
は
、
酒
に
添
え
る
食
べ
物
か
、
と
ま
た
尋
ね
て
い
る
。

後
人
の
朱
書
の
注
記
に
は
﹁
又
問
﹂
と
す
る
が
、
こ
れ
は
自
ら
に
発
し
た
疑
問
の
言
辞
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

︿
問
答
16
﹀

（
東
樵
問
）
五
丁
力
士
、
或
六
丁
、
是
何
義
。

（
明
人
答
）
六
丁
乃
天
神
、
五
丁
是
蜀
王
開
山
道
命
五
力
士
鑿
之
、
称
為
五
丁
也
。

（
東
樵
問
）
五
丁
力
士
、
或
い
は
六
丁
、
是
れ
何
の
義
ぞ
、
と
。

（
明
人
答
）
六
丁
は
乃
ち
天
神
、
五
丁
は
是
れ
蜀
王 

山
道
を
開
く
に
五
力
士
に
命
じ
て

之
を
鑿う
が

た
せ
、
称
し
て
五
丁
と
為
す
な
り
、
と
。

鸞
岡
は
、﹁
五
丁
力
士
﹂
或
い
は
﹁
六
丁
﹂
は
、い
か
な
る
意
味
で
あ
る
の
か
尋
ね
て
い
る
。

明
人
・
楊
端
夫
は
、﹁
六
丁
﹂
は
道
教
の
神
の
名
前
で
あ
り
、﹁
五
丁
﹂
は
、
蜀
の
王
が
山

道
を
切
り
開
く
の
に
五
人
の
力
士
に
命
じ
て
穿
た
せ
、
彼
ら
を
﹁
五
丁
﹂
と
称
し
た
の
で
あ

る
、
と
答
え
て
い
る
。﹁
五
丁
力
士
﹂
語
は
、﹃
古
文
真
宝
﹄
前
集
に
収
め
ら
れ
る
李
白
﹁
蜀

道
難
﹂、
同
じ
く
前
集
に
収
め
ら
れ
る
杜
甫
﹁
洗
兵
馬
行
﹂
の
注
に
見
え
る
。

︿
問
答
17
﹀

（
東
樵
問
）
客
況
官
況
之
況
字
、
如
何
。

（
明
人
答
）
況
者
情
緒
之
謂
。

東
樵
問
ふ
、
客
況
・
官
況
の
況
の
字
は
、
如
何
、
と
。

明
人
答
ふ
、
況
は
情
緒
の
謂い
ひ

な
り
、
と
。

鸞
岡
は
、﹁
客
況
﹂
と
﹁
官
況
﹂
の
﹁
況
﹂
の
字
は
、
い
か
な
る
意
味
か
、
と
尋
ね
て
い
る
。

明
人
・
楊
端
夫
は
、﹁
況
﹂
は
事
に
触
れ
て
起
き
る
感
情
と
い
う
意
味
で
あ
る
、
と
答
え

て
い
る
。

︿
問
答
18
﹀

（
日
本
僧
東
樵
問
）
凡
作
文
章
、
焉
矣
乎
哉
等
字
、
除
柳
子
厚
所
謂
、
別
有
異
義
否
。
我

地
有
一
知
己
、
常
疑
此
義
。

（
明
人
答
）
焉
矣
哉
也
四
字
、
是
決
辞
。
乎
与
等
字
、
是
疑
辞
。
又
不
可

一
看
上
文
字
。

如
何
如
玉
帛
云
乎
哉
。
哉
字
上
又
用
乎
字
、
則
哉
字
亦
疑
也
。
中
国
作
文
学
、
古
取
其
格

律
之
高
、
義
理
之
正
。
此
等
処
初
不
瑣
瑣
計
議
、
蓋
格
律
既
高
、
義
理
既
正
、
此
等
字
様

自
端
的
矣
。
我
姚
江
趙
撝
謙
先
生
在
国
初
時
、
入
翰
林
、
曾
作
六
書
本
義
。
我
曾
見
此
書
、

亦
不
過
如
此
説
。

（
日
本
僧
東
樵
問
）
凡
そ
文
章
を
作
す
に
、
焉
・
矣
・
乎
・
哉
等
の
字
、
柳
子
厚
の
謂

ふ
所
を
除
き
、
別
に
異
義
有
り
や
否
や
。
我
が
地
に
一
知
己
有
り
、
常
に
此
の
義
を
疑

ふ
、
と
。

（
明
人
答
）
焉
・
矣
・
哉
・
也
の
四
字
は
、
是
れ
決
辞
な
り
。
乎
・
与
等
の
字
は
、
是

れ
疑
辞
な
り
。
又
た
一
看
上
の
文
字
を

る
べ
か
ら
ず
。
玉
帛
を
云
は
ん
や
の
如
き
を

如
何
せ
ん
。
哉
の
字
上
に
又
た
乎
の
字
を
用
ふ
れ
ば
、則
ち
哉
の
字
も
亦
た
疑
ふ
な
り
。

中
国
に
文
学
を
作
す
に
、
古
は
其
の
格
律
の
高
き
、
義
理
の
正
し
き
を
取
る
。
此
等
の

処
、
初
め
瑣さ

さ瑣
と
し
て
計
議
せ
ず
と
も
、
蓋
し
格
律
は
既
に
高
く
、
義
理
は
既
に
正
し

け
れ
ば
、
此
れ
等
の
字
様
は
自
ら
端
的
な
り
。
我
が
姚
江
の
趙
撝
謙
先
生
は
国
初
に
在

り
し
時
、
翰
林
に
入
り
、
曾
て
六
書
本
義
を
作
る
。
我
曾
て
此
の
書
を
見
る
に
、
亦
た

此
の
如
く
説
く
に
過
ぎ
ず
、
と
。

と
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鸞
岡
は
、
文
章
を
書
く
の
に
、﹁
焉
﹂﹁
矣
﹂﹁
乎
﹂﹁
哉
﹂
等
の
字
は
、
柳
宗
元
が
述
べ
た

こ
と
以
外
に
他
に
異
な
る
意
味
は
あ
る
の
か
。
日
本
に
い
る
友
人
で
、
常
に
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
疑
問
を
持
っ
て
い
る
者
が
い
る
、
と
尋
ね
て
い
る
。
柳
宗
元
が
述
べ
た
こ
と
と
は
、﹁
復

杜
温
夫
書
﹂（
巻
三
十
四
）
に
、﹁
但
見
生
用
助
字
、
不
当
律
令
。
唯
以
此
奉
答
。
所
謂
乎
歟

耶
哉
夫
者
、
疑
辞
也
。
矣
耳
焉
也
者
、
決
辞
也
。﹂（
但
だ
生
が
助
字
を
用
ひ
、
律
令
に
当
た

ら
ざ
る
を
見
る
。
唯
だ
此
を
以
て
奉
り
答
ふ
。
所
謂
る
乎
・
歟
・
耶
・
哉
・
夫
は
、
疑
辞
な

り
。
矣
・
耳
・
焉
・
也
は
、
決
辞
な
り
。）
と
あ
る
の
に
拠
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
明
人
・
楊
端
夫
は
、﹁
焉
﹂﹁
矣
﹂﹁
哉
﹂﹁
也
﹂
の
四
字
は
決
定
を
表
す
助

字
で
あ
り
、﹁
乎
﹂﹁
哉
﹂
等
の
字
は
疑
問
を
表
す
助
字
で
あ
る
。
目
に
入
っ
た
文
字
で
解
し

て
は
い
け
な
い
。﹃
論
語
﹄
巻
十
七
﹁
子
曰
、
礼
云
礼
云
、
玉
帛
云
乎
哉
。
楽
云
楽
云
、
鐘

鼓
云
乎
哉
。﹂（
子
曰
く
、
礼
と
云
ひ
、
礼
と
云
ふ
も
、
玉
帛
を
云
は
ん
や
。
楽
と
云
ひ
楽
と

云
ふ
も
、鐘
鼓
を
云
は
ん
や
、と
。）
の
﹁
玉
帛
云
乎
哉
﹂
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。﹁
哉
﹂

の
字
の
上
に
﹁
乎
﹂
の
字
を
用
い
て
お
り
、﹁
哉
﹂
の
字
も
疑
問
の
意
を
表
し
て
い
る
。
中

国
で
は
文
学
を
創
り
出
す
の
に
、
古
く
は
そ
の
格
律
（
法
度
）
の
高
さ
と
義
理
の
正
し
さ
を

重
視
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
初
め
は
細
々
と
議
論
し
な
く
て
も
、
格
律
は

既
に
高
く
、
義
理
は
正
当
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
文
面
は
自
然
と
明
白
で
要
点
を
と
ら

え
て
い
た
。
姚
江（
浙
江
省
餘
姚
縣
治
の
南
）の
趙
撝
謙
先
生（
一
三
五
二
～
一
三
九
五
）は
、

明
初
に
翰
林
院
に
入
り
、﹃
六
書
本
義
﹄
を
製
し
た
。
私
が
こ
の
書
を
見
た
と
こ
ろ
、
こ
こ

に
述
べ
た
説
に
過
ぎ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
答
え
て
い
る
。

こ
の
問
答
で
は
、
文
章
作
法
に
つ
い
て
、
特
に
助
字
の
用
法
に
つ
い
て
話
題
に
な
っ
て
い

る
。
禅
林
に
お
い
て
漢
文
作
成
が
必
須
で
あ
る
た
め
の
関
心
事
と
言
え
よ
う
。

︿
問
答
19
﹀

（
日
本
東
樵
又
問
）
寧
波
府
金
先
生
杭
州
登
第
人
也
。
旧
冬
赴
南
京
、
就
翰
林
学
士
、
請

益
其
学
也
。
余
曾
問
此
事
、
彼
人
所
説
、
亦
与
先
生
之
説
一
般
也
。
余
又
問
彼
人
曰
、
助

字
之
訓
有
異
義
否
。
彼
曰
、
待
我
考
之
。
余
繇
是
■
■
無
其
異
義
也
。
我
地
有
人
欲
眩
後

生
、
作
穿
鑿
之
説
。
我
常
語
朋
友
曰
、
此
事
若
有
異
説
、
則
古
今
文
人
何
不
評
論
哉
。
余

未
見
其
説
也
。
而
今
聞
先
生
之
説
、
如
合
符
矣
。
我
帰
本
国
与
朋
友
談
此
事
、
発
一
笑
耳
。

（
明
人
又
答
）
不
但
金
先
生
説
一
般
也
。
雖
天
下
萬
世
、
亦
一
般
也
。
蓋
人
同
此
心
、
心

同
此
理
故
耳
。
何
独
於
上
国
惑
之
。
豈
不
同
着
同
文
之
説
邪
。
作
文
自
有
大
段
道
理
、
此

當
不
十
分
争
校
。

（
日
本
東
樵
又
問
）
寧
波
府
の
金
先
生
は
杭
州
登
第
の
人
な
り
。
旧
冬 

南
京
に
赴
き
、

翰
林
学
士
に
就
き
、
其
の
学
に
益
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
な
り
。
余 

曾
て
此
の
事
を
問
ふ
、

彼
の
人
の
説
く
所
も
、
亦
た
先
生
の
説
と
一
般
な
り
や
、
と
。
余
又
た
彼
の
人
に
問
ひ

て
曰
く
、
助
字
の
訓
に
異
義
有
り
や
否
や
、
と
。
彼
曰
く
、
我
の
之
を
考
ふ
る
を
待
た

ん
や
、
と
。
余 

是
に
繇よ

り
て
■
■
其
の
異
義
無
き
な
り
。
我
が
地
に
人
の
後
生
を
眩く
ら

ま
せ
、
穿
鑿
の
説
を
作
さ
ん
と
欲
す
る
有
り
。
我
常
に
朋
友
に
語
り
て
曰
く
、
此
の
事 

若も

し
異
説
有
れ
ば
、
則
ち
古
今
の
文
人
、
何
ぞ
評
論
せ
ざ
ら
ん
や
。
余 

未
だ
其
の
説

を
見
ざ
る
な
り
、
と
。
而
し
て
今 

先
生
の
説
を
聞
き
、
合
符
す
る
が
如
し
。
我 

本
国

に
帰
り
て
朋
友
と
此
の
事
を
談
じ
、
一
笑
を
発
す
る
の
み
、
と
。

（
明
人
又
答
）
但
だ
金
先
生
の
説
の
み
な
ら
ず
一
般
な
り
。
天
下
萬
世
と
雖
も
、
亦
た

一
般
な
り
。
蓋
し
人 

此
の
心
を
同
じ
く
し
、
心
は
此
の
理
を
同
じ
く
す
る
の
故
の
み
。

何
ぞ
独
り
上
国
に
於
て
の
み
之
を
惑
は
さ
ん
。
豈
に
同
着
同
文
の
説
な
ら
ざ
ら
ん
や
。

文
を
作
す
に
自
ら
大
段
道
理
有
れ
ば
、
此
れ
當
に
十
分
に
争
校
せ
ざ
る
べ
し
、
と
。

鸞
岡
は
、
質
問
を
続
け
る
。
寧
波
府
の
金
先
生
は
、
杭
州
出
身
で
試
験
に
及
第
し
た
人
で

あ
る
。
旧
冬
に
南
京
に
赴
き
、
翰
林
学
士
に
従
い
、
自
分
の
学
問
を
向
上
さ
せ
て
ほ
し
い
こ

と
を
請
う
た
。
私
は
か
つ
て
金
先
生
が
説
い
た
内
容
は
、
楊
先
生
が
説
い
た
内
容
と
同
様
で

あ
る
か
、と
尋
ね
た
。ま
た
金
先
生
に
、助
字
の
意
味
に
異
な
っ
た
意
味
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、

と
も
尋
ね
た
。
金
先
生
は
、
自
分
が
こ
の
こ
と
を
考
え
る
の
を
待
つ
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
と

言
わ
れ
た
。
私
は
︹
■
■
、︺
異
な
っ
た
意
味
は
な
い
、
と
し
、
日
本
の
地
で
は
、
後
に
学
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ぶ
人
を
惑
わ
さ
ん
と
し
て
、
必
要
以
上
に
穿
鑿
し
て
説
く
者
が
い
る
。
私
は
い
つ
も
友
人
に

言
う
の
は
、
こ
の
助
字
に
関
す
る
こ
と
に
も
し
異
説
が
あ
れ
ば
、
古
今
の
文
人
が
ど
う
し
て

評
論
し
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
私
は
い
ま
だ
に
そ
の
よ
う
な
説
を
見
た
こ
と
が
な
い
、と
。

い
ま
先
生
の
説
を
聞
い
て
事
の
彼
此
が
合
致
し
た
。
自
分
が
本
国
へ
帰
り
、
友
人
と
こ
の
こ

と
を
語
り
合
い
、
一
笑
を
発
す
る
こ
と
に
し
よ
う
、
と
言
う
。

明
人
・
楊
端
夫
は
、
金
先
生
の
説
だ
け
で
な
く
広
く
行
き
渡
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
天

下
中
い
つ
の
世
に
お
い
て
も
同
様
な
の
で
あ
る
。
思
う
に
皆
の
考
え
に
変
わ
り
は
な
い
た
め

で
あ
る
。
ど
う
し
て
中
国
に
お
い
て
だ
け
惑
わ
す
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
同
じ
書
物
で
同
じ
文

章
の
説
で
は
な
い
か
。
文
章
を
作
る
の
に
自
然
と
大
筋
と
道
理
が
具
わ
っ
て
い
れ
ば
、
十
分

に
争
っ
て
調
べ
正
す
必
要
は
な
い
、
と
答
え
て
い
る
。

日
本
と
中
国
で
は
、
同
様
の
漢
字
を
用
い
て
作
文
・
解
読
し
て
お
り
、
助
字
の
使
用
法
に

お
い
て
差
異
が
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

︿
署
名
４
﹀

（
東
樵
）
禧
記
年
月
日
、
為
後
日
之
話

去
。

時
正
徳
七
年
三
月
二
十
日
、
与
東
樵
使
君
偶
論
作
文
字
様
、
故
書
之
。
姚
江
楊
端
夫
。

（
東
樵
）
禧
さ
い
は
ひに

年
月
日
を
記
し
、
後
日
の
話わ

と
為
し
去
ら
ん
。

時
に
正
徳
七
年
三
月
二
十
日
、
東
樵
使
君
と
偶た
ま

た
ま
作
文
の
字
様
を
論
じ
、
故
に
之
を

書
す
。
姚
江
楊
端
夫
。

鸞
岡
は
、
幸
い
に
年
月
日
を
記
し
、
後
日
の
話
の
種
と
す
る
次
第
だ
と
す
る
。

時
に
正
徳
七
年
（
一
五
一
二
）
三
月
二
十
日
、
た
ま
た
ま
遣
明
使
の
東
樵
君
こ
と
鸞
岡
と

作
文
の
際
の
字
様
に
つ
い
て
論
じ
た
の
で
、そ
の
内
容
を
こ
こ
に
記
し
た
。
姚
江
の
楊
端
夫
。

問
答
７
か
ら
19
ま
で
は
、
鸞
岡
が
楊
端
夫
と
正
徳
七
年
三
月
に
問
答
を
行
っ
て
お
り
、
祝

允
明
と
同
年
六
月
に
問
答
を
行
う
以
前
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

︿
問
答
20
﹀

（
東
樵
問
）
簽
書
判
官
簽
字
、
如
何
。

（
明
人
答
）簽
字
只
是
判
押
之
名
。
有
用
僉
字
、不
用
竹
頭
者
、乃
参
佐
之
義
。
但
古
亦
通
用
。

今
官
中
押
字
、
只
云
僉
書
是
也
。

（
東
樵
問
）
簽
書
判
官
の
簽
字
は
如
何
、
と
。

（
明
人
答
）
簽せ
ん

の
字
は
只
だ
是
れ
判は
ん
あ
ふ押

の
名
な
り
。
僉
の
字
を
用
ひ
て
、
竹
頭
を
用
ひ

ざ
る
の
者
有
る
は
、
乃
ち
参
佐
の
義
な
り
。
但
し
古
も
亦
た
通
用
す
。
今
官
中
の
押
字

は
、
只
だ
僉
書
を
云
ふ
は
是
れ
な
り
、
と
。

鸞
岡
は
、﹁
簽
書
判
官
﹂（
各
州
に
置
か
れ
た
諸
案
文
移
を
総
理
し
、
其
の
長
に
上
申
す
る

官
）
の
﹁
簽
﹂
の
字
が
い
か
な
る
意
味
か
尋
ね
て
い
る
。

明
人
は
、﹁
簽
﹂
の
字
は
た
だ
花
押
（
文
の
末
尾
に
記
す
署
名
）
の
名
で
あ
る
。﹁
僉
﹂
の

字
だ
け
を
使
用
し
て
、
竹
冠
を
用
い
な
い
の
は
、
下
役
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
だ
し
、

昔
も
ま
た
通
用
し
て
い
る
。
今
も
在
官
中
に
使
わ
れ
る
﹁
押
﹂
の
字
が
、
た
だ
署
名
す
る
こ

と
を
示
す
と
い
う
の
が
こ
れ
に
あ
た
る
、
と
答
え
て
い
る
。

こ
の
問
答
20
以
降
の
明
人
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

︿
明
人
留
意
１
﹀

（
明
人
）四
書
五
経
、還
是
漢
晋
唐
儒
者
為
詳
、謂
之
十
三
経
注
疏
、亦
可
致
之
。
宋
儒
所
注
、

正
是
精
約
処
、
然
須
看
注
疏
、
方
尽
博
学
詳
説
之
功
也
。

（
明
人
）
四
書
五
経
、還
た
是
れ
漢
晋
唐
の
儒
者 

詳
と
為
し
、之
を
十
三
経
注
疏
と
謂
ひ
、

亦
た
之
に
致
す
べ
し
。
宋
儒
の
注
す
る
所
は
、
正
に
是
れ
精
約
な
る
処
に
し
て
、
然
れ

ば
須
く
注
疏
を
看
、
方
に
博
学
詳
説
の
功
を
尽
く
す
べ
き
な
り
。

明
人
は
、
四
書
五
経
は
、
漢
・
晋
・
唐
の
儒
者
が
詳
し
く
解
説
し
た
も
の
を
﹁
十
三
経
注

疏
﹂
と
い
い
、
そ
の
成
果
に
い
た
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
宋
の
儒
者
が
注
を
付
け
た
と
こ

ろ
は
、
ま
さ
に
非
常
に
詳
し
く
練
っ
て
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
注
疏
を
じ
っ
く
り
読
ん
で
、

博
学
、
詳
説
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

は
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︿
明
人
留
意
２
﹀

（
明
人
）
所
論
甚
善
。
宋
儒
陰
用
釈
氏
之
旨
而
陽
指
之
。
此
惟
可
与
智
者
道
耳
。

（
明
人
）論
ず
る
所
は
甚
だ
善
し
。宋
儒
は
陰ひ
そ

か
に
釈
氏
の
旨
を
用
ひ
て
陽
い
つ
わ
りて
之
を
指
す
。

此
れ
惟
だ
智
者
の
道
に
与く
み

す
べ
き
の
み
。

明
人
は
、
続
け
て
、
宋
人
の
論
ず
る
と
こ
ろ
は
大
変
素
晴
ら
し
い
。
宋
の
儒
者
は
密
か
に

釈
氏
の
宗
旨
を
利
用
し
、
偽
り
の
説
を
説
く
。
こ
こ
は
た
だ
智
識
の
高
い
人
の
教
え
に
従
う

べ
き
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

ま
と
め

以
上
の
こ
と
か
ら
﹃
古
文
真
宝
不
審
﹄
に
つ
い
て
、
次
の
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

・
鸞
岡
省
佐
が
正
徳
七
年
（
一
五
一
二
）
に
入
明
し
、
明
人
と
行
っ
た
問
答
、
さ
ら
に
明

人
の
感
懐
や
言
説
を
筆
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

・
鸞
岡
が
質
問
し
た
明
人
と
し
て
名
前
の
明
ら
か
な
の
は
、
祝
允
明
・
唐
寅
・
楊
端
夫
で

あ
る
。

・
鸞
岡
と
祝
允
明
と
は
、﹁
秋
風
辞
﹂﹁
後
出
師
表
﹂﹁
滕
王
閣
序
﹂
に
関
す
る
問
答
を
正

徳
七
年
六
月
に
行
っ
て
い
る
。

・
鸞
岡
と
楊
端
夫
と
は
、﹃
古
文
真
宝
﹄
や
そ
の
他
に
関
す
る
問
答
を
正
徳
七
年
三
月
に

行
い
、
祝
允
明
と
の
問
答
を
行
っ
た
後
も
、
楊
端
夫
は
そ
の
感
懐
を
述
べ
て
い
る
。

・
祝
允
明
は
、
鸞
岡
の
﹃
古
文
真
宝
﹄
理
解
を
称
賛
し
て
い
る
。

・
楊
端
夫
と
の
問
答
で
は
、﹃
古
文
真
宝
﹄
に
関
す
る
こ
と
以
外
の
語
句
、
文
章
作
法
に

つ
い
て
議
論
し
て
い
る
。

・
末
尾
に
は
、
明
人
某
の
言
説
が
補
記
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
点
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
鸞
岡
の
生
涯
に
﹃
古
文
真
宝
不
審
﹄
が
ど
の
よ
う
に
関

わ
っ
て
く
る
の
か
、
鸞
岡
の
入
明
と
祝
允
明
・
唐
寅
・
楊
端
夫
と
の
交
流
の
詳
細
、
鸞
岡
の

﹃
古
文
真
宝
﹄
理
解
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
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